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本
稿
は
、
元
代
に
お
い
て
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
銀

・
紙
幣

(以
下
、
鈔

と
称
す
る
。
)
・
銅
銭
と
い
う
三
種

の
貨
幣
の
相
互
関
係

に

つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
元
代
の
貨
幣
制
度
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
は
す

で
に
多
く
の
先
学
に
よ

っ
て
な
さ
れ
、
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る

。
し
か
し
私
見
で
は
、
元
代
社
会
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
三
種
の
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
各

貨
幣

の
専
論
は
あ
る
も
の
の
基
本
的
に
鈔
制
度
の
運
用
面
に
研
究
が
集
中
し
て
い
た
た
め
、
元
代
社
会
に
お
い
て
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た

で
あ
ろ
う
銀

.
鈔

.
銅
銭
の
具
体
的
な
使
用
状
況
と
単
位
表
示
方
法
と
の
関
連
、
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
各
貨
幣
の
相
互
関
係
に
つ

い
て

の
包
括
的
な
考
察
は
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

も
ち
ろ
ん
金
末
元
初
の
時
期
に
限

っ
て
い
え
ば
、
す
で
に
元
代
の
各
種
の
貨
幣
に

つ
い
て
様

々
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
見

解
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
元
初
の
華
北
に
お
け
る
貨
幣
使
用
は
、
金
末
の
銅
銭
不
足

・
紙
幣

の
価

値
下
落
等
の
金
朝
政
府

の
諸

政
策
の
失
敗
を
う
け
銀
使
用
が
主
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
銀
が
モ
ン
ゴ
ル
帝
国

・
元
初
に
お
い
て
包
銀
制

・
斡
脱
等
を
介
し
て
西

方
に
流
出
し
た
た
め
銀
が
希
少
と
な
り
、
主
と
し
て
鈔
を
用
い
る
と
い
う
状
況
が

つ
く
り
だ
さ
れ
た
、
と
す
る
見
解

で
あ
る

。
筆
者
は
、

元

代

に

お

け

る

銀

・
鈔

・
銅

銭

の

相

互

関

係

に

つ

い

て

使
用
単
位

の
分
析
を
中
心
に

市

丸

智

子

は

じ

め

に



金
末
元
初
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
こ
の
見
解
に
従
う
も
の
で
あ
る
が
、
元
初
よ
り
後
の
貨
幣
動
向
に

つ
い
て
は
い
ま
だ
考
察
の
余
地
が
あ
る
と

考
え

る
。

さ

ら
に
、
鈔

に
用
い
ら
れ
て
い
る
錠
両
単
位
と
貫
文
単
位
と
い
う
二
種
の
単
位
の
使
用
実
態
が
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
か
と
い
う
点
に
関
し

て
は
、
錠
両
単
位
は
銀
を
意
識
し
た
財
政
上
の
使
用
単
位
で
あ
る
と
共
に
、
実
際
の
鈔
使
用
に
お
い
て
も
錠
両
単
位
が
用
い
ら
れ
、
貫
文
単

位
は
鈔

の
紙
面
上
の
表
記
単
位
に
と
ど
ま
り
、
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
た
が
そ
の
頻
度
は
少
な
か

っ
た
、
と
い
う
見
解
が
定
説
で
あ

っ
た

.、

.。

ゆ
え
に
、
筆
者
は
先
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民
間

・
政
府
に
お
け
る
当
時
の
貨
幣
単
位

の
使
用
実
態
が
い
か
な

る
も
の
で
あ

っ
た
か
と

い
う
側
面
か
ら
再
検
討
を
行

っ
た
。
そ
し
て
、
主
に

『
黒
城
出
土
文
書
』
と
徽
州
地
域
の
契
約
文
書
に
み
え
る
特
徴
か
ら
、
従
来
定
説
と
さ

れ
て
き
た
状
況
を
確
認
し
う
る
の
は
、
首
都
で
あ
る
大
都
と
中
国
西
北
方
面
の
み
で
あ
り
、
ま
た
、
江
南
地
域
に
お

い
て
は
、
財
政
上
の
処

理
に
は
銀
を
意
識
し
た
貨
幣
単
位
で
あ
る
錠
両
単
位
が
、
民
間
で
は
宋
代
以
来
の
慣
習
的
な
貨
幣
単
位
で
あ
る
貫
文
単
位
が
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
確
認
し
た
?。)。

し
か
し
先
の
考
察
で
は
、
鈔
に
お
け
る
状
況
に
特
化
し
て
い
た
た
め
、
元
代
に
用
い
ら
れ
て
い
た
銀

・
鈔
・
銅
銭

の
相
互
関
係
に
つ
い
て

包
括
的
に
と
ら
え
る
視
点
に
欠
け
て
い
た
。
ま
た
、
史
料
上

の
問
題
か
ら
華
北
地
域
に
お
け
る
実
態
は
未
解
明
の
ま
ま
残
さ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
さ
ら
に
は
、
時
期
的
変
容
を
追
う
視
点
に
も
乏
し
い
も
の
が
あ

っ
た
。
よ

っ
て
本
稿
で
筆
者
は
、
比
較
的
多

く
残
存
し
て
い
る
石
刻

史
料
を
用
い
る
こ
と
で
、
元
代
社
会
に
お
け
る
三
種
の
貨
幣
の
相
互
関
係
を
中
国
全
地
域
的

・
通
時
的

・
使
用
状
況
的
観
点
か
ら
総
合
的
に

分
析
し
よ
う
と
思
う
。

な
お
史
料
は
、
当
該
時
期
の
石
刻
史
料
が
多
数
収
録
さ
れ
、
現
時
点
に
お
け
る
最
も
網
羅
的
な
史
料
集
で
あ
る
新

文
豊
出
版
公
司
刊

『
石

刻
史

料
新
編
』

(以
下

『新
編
』
と
略
称
す
る
)
の
地
方
類
所
載
の
も
の
を
使
用
す
る

。
当
史
料
集
は
、
当
該
時
期
の
石
刻
史
料
全
て
を

網
羅
し
た
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
『
新
編
』
に

つ
け
ら
れ
た
各
金
石
志
の
書
名
は
、
編
者
に
よ

っ
て
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
地

方
志
名
で
は
な

い
と
い
う
問
題
点
も
持

つ

。
よ
っ
て
当
史
料
集
の
使
用
に
あ
た

っ
て
は
、
他
史
料
に
よ
る
補
足
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、

現
段
階
に
お
い
て
元

一
代

・
全
地
域
的
な
三
種
の
貨
幣
の
使
用
状
況
を
通
観
す
る
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
第

一
の
も
の
と
い
う
べ
き
ま
と



本
章
で
は
、
華
北

の
場
合
に
つ
い
て
、
時
期

・
使
用
主
体

・
各
貨
幣
三
者
の
相
互
関
係
を
総
合
的
に
分
析
し
、
そ
の
実
態
の
追
究
を
行
う
。

な
お
、

こ
こ
で
い
う
華
北
と
は
旧
金
領
を
指
す
も
の
と
す
る
が
、
史
料
数
等
の
問
題
か
ら
本
稿
で
は
中
書
省
に
限
定
し
た

。

ま
た
、
分
析
に
は
表
1
華
北
総
合
単
位
表
を
各
節

の
分
析
内
容
に
合
わ
せ
て
簡
便
に
整
理
し
た
表
2
1
①
華
北
時
期
別
分
析
表
、
表
2
1

②
華
北
時
期
・使
用
主
体
混
合
分
析
表

(後
掲
)
を
用
い
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
整
理
方
法
は
、
各
節
ご
と
に
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

華

北

の

場

合

ま

っ
た
史
料
集
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持

つ
当
史
料
集
か
ら
筆
者
は
、
使
用
貨
幣

・
具
体
的
数
値

・
単
位
表
示
の
う
ち
、

同
時

に
二
つ
以
上

の
記
載
を
有
す
る
史
料
を
検
出
し

、
そ
の
重
複
を
整
理
し
た
う
え
で
、
華
北
で
は
四
十
地
方
志
か
ら

一
二
五
件
を
、
江

南
で
も
四
十
五
地
方
志
か
ら

一
〇
三
件
の
事
例
を
抽
出
し
た
(後
掲
、
表
1
華
北
総
合
単
位
表
な
ら
び
に
表
3
江
南
総
合
単
位
表
参
照
)。
本

稿
で
は
こ
れ
ら
の
事
例
に
、
他
史
料
に
よ
る
補
足
を
加
え

つ
つ
、
地
域
別

・
時
期
別

・
使
用
主
体
別
の
観
点
よ
り
、
銀

・
鈔
・
銅
銭
と
い
う

三
種

の
貨
幣

の
元
代
社
会
に
お
け
る
用

い
ら
れ
方
を
分
析
す
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
前
代
か
ら
の
慣
行
や
元
朝
政
府

の
政
策

・
政
治
状
況
が

相
互

に
影
響
し
合

っ
て
、
元
代
の
三
種

の
貨
幣
が
重
層
的
に
流
通
し
て
い
た
点
を
追
究
し
た
い
。
特
に
、
鈔

に
お
け
る
錠
両

・
貫
文
と
い
う

二
種
類
の
単
位

の
使
用
方
法
の
差
が
持

つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
元
代
に
お
け
る
貨
幣
使
用
の
実
態
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
分
析
を
試
み
る

こ
と
と
し
た
い
。

テ

ム

ル

カ

ノ

ノ

ヤ

ン

以
上

の
考
察
で
は
、
ま
ず
華
北
と
江
南
の
二
地
域

を
と
り
あ
げ
、
そ
の
二
地
域
の
前
期

(モ
ン
ゴ

ル
帝
国
期
～
成
宗
)
・
中
期

(武

宗

で

ロ

ノ

ノ
へ
し

ト

コ

ノ

ア

ム

し

～
寧

宗
)
・
後
期

(順

帝
)

の
三
期

に
お
け
る
変
遷
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
、
そ
れ
ら
の
貨
幣
を
用
い
た
使
用
主
体
と
を

使
用
状
況
と
を
勘
案
し
て
@
皇
族

・
王
侯
、
⑤
行
政
、
O
民
間
、
⑥
軍
事
の
四
者
に
分
類
し

、
そ
れ
ら
が
各

々
ど

の
よ
う
な
相
違
と
共
通

性
を
持

つ
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。



で
は
こ
れ
ら
の
前
提
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
概
観
と
し
て
華
北
に
お
け
る
時
期
的
分
析
を
行
い
た
い
。
分
析
は
、
先
述
し
た
と
お
り
表
1
華

北
総
合
単
位
表
を
簡
便
に
整
理
し
た
表
2
1
①
華
北
時
期
別
分
析
表
に
沿

っ
て
進
め
る
。
本
表
を
作
成
す
る
に
あ
た

っ
て
、
表
1
を
ま
ず
前

テ

ム

ル

カ

イ

ノ
ヤ

ノ

イ

リ

ノ
ノ

ハ

ワ

ト

ゴ

ノ

ニ

ノ
ム

レ

期

(
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
～
成
宗
期
)
・
中
期

(武

宗
～
寧

宗
)
・
後
期

(順

帝
)

の
三
期
に
分
け
た
(表
中
で
は
太
線
に
て
分
か

つ
。
後
述

ク

ヒ

ラ

イ

の
表

3
も
同
じ
)
。
た
だ
し
前
期
は
、
世
祖
期
と
成
宗
期
で
明
確
な
変
化
が
見
ら
れ
る
た
め
、
前
期
①
(
モ
ン
ゴ
ル
帝

国
～
世
祖
期
)
と
前
期

②
(成
宗
期
)
に
分
け
て
分
析
す
る
(表
中
で
は
、
太
破
線
に
て
分
か

つ
)

。
ま
た
、
各
時
期
に
お
け
る
銀

・
鈔

・
銭

・
貨
幣
な
し

を
示

す
事
例
数
を
抽
出
し
、
鈔
に
お
い
て
は
さ
ら
に
錠
両

・
貫
文
単
位
ご
と
に
分
け
て
ま
と
め
た
。

こ
の
表
で
顕
著
に
わ
か
る
こ
と
は
、
銀
使
用
の
頻
度
が
時
期
に
よ

っ
て
明
確
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前

期
①

で
は
二
〇
件
で
あ

っ
た
事
例
が
、
前
期
②
に
は
0
件
、
中
期

一
件

・
後
期

一
件
と
激
減
し
て
い
る
。
特
に
、
前
期
①
と
前
期
②
の
間
に
明
確
な
差
が
み
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ほ
か
の
史
料
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「劉
氏
先
埜
之
碑
」
(『益
都
県
図
志
』巻
二
十
八
㎞
・動
)

(表
1
1
17
・

35
(数
字
は
表
中
の
通
し
番
号
を
示
す
。
以
下
同
じ
))
に
、

こ
の
後
、
江
南
を
攻
略
し
て
功
績
を
重
ね
、
褒
美
の
銀
は
千
両
に
の
ぼ
っ
た
。
…
江
潅
が
全
て
平
定
さ
れ
、
詔
を
奉
じ
て
入
朝
し
、
銀
千
両
、
及

び
錦
衣
・弓
矢
・鞍
轡
の
類
を
褒
美
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
璽
書
・金
虎
符

・
倉
書
西
川
行
椹
密
院
事
を
賜
わ
る
。

(西
川
)
に
赴

任
す
る
前
に
詔
が
あ

っ
て
侍
衛
軍
を
統
率
し
て
、
北
方
に
鎮
撫
し
た
。
帰
還
し
て
、
鎮
国
上
将
軍

・
漢
軍
都
元
帥
と
な
り
、
内
府
錦
衣

・玉
帯
・
弓
矢
・鞍
轡
、
及
び
宝
鈔
丑
千
繕
を
賜

っ
た
。

と
あ

る
の
が
そ
れ
で
あ
る

(史
料
中
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
)。

こ
の
史
料
は
、
南
宋
攻
略
が
行
わ
れ

て
い
る
段
階
で
は
軍
事

的
賞
与
を
銀
で
与
え
て
い
た
が
、
南
宋
の
実
質
的
滅
亡

(至
元
十
三
年

・
一
二
七
六
年
)
以
降
の
賞
与
に
お
い
て
は
、
鈔

が
使
用
さ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
貨
幣
使
用
の
変
化
が
同

一
碑
文
上
に
見
え
る
こ
と
は
、
大
変
興
味
深
い
。
ま
た
、

石
刻
史
料
以
外
に
も
財

政
運
用
の
事
例
と
し
て

『
元
史
』
巻
九
十
四

食
貨
二

塩
法
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

1

時
期
的
分
析



太
宗
庚
寅
(
一
二
三
〇
)
年
、
始
め
て
塩
法
を
行

っ
た
。
塩

一
引
ご
と
に
重
さ
四
百
斤
、
そ
の
値
は
銀

一
十
両
と
し
た
。
世
祖
中
統
二
(
一

二
六

一
)
年
、

(そ
の
額
を
)減
ら
し
て
銀
七
両
と
し
た
。
至
元
十
三
(
一
二
七
六
)
年
南
宋
を
手
に
入
れ
た
。
そ
の
江
南

の
塩
場
の
編
入

箇
所
は
と
り
わ
け
広
く
、

一
引
ご
と
に
改
め
て
中
続
鋏
沁
貫
と
し
た
。

こ
れ
は
、
元
初
は
銀
で
塩

の
価
格
表
示
を
行

っ
て
い
た
が
、
南
宋
攻
略
以
後
は
、
鈔

の
貫
文
単
位
で
価
格
表
示
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
銀
使
用
か
ら
鈔
使
用

へ
の
変
化
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
南
宋
を
版
図
に
加
え
た
元
朝

政
府
は
、
銀
が
希
少
で
あ
る
た
め
に
拡
大
し
た
版
図
に
対
し
て
財
政
運
用
や
軍
事
的
賞
与
に
銀
を
用

い
る
こ
と
が
困
難

に
な

っ
た
。
ゆ
え
に
、

銀
か
ら
鈔

へ
使
用
貨
幣
の
主
体
を
転
換
さ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
南
宋
以
来
の
鈔
使
用
の
慣
行
を
利
用
し
て
貨
幣
使
用
の
政
策
を
転
換
さ

せ
、
成
宗
期
に
本
格
的
に
鈔
に
て
財
政
運
用
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
鈔
使
用
を
、
元
朝
政
府
が
政
策
遂
行
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
単
位
が
方

向
性
を
示
し
て
く
れ
る
。
そ
も
そ
も
金
代
に
お
い
て
鈔
に
は
貫
文
単
位
が
単
位
表
示
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
。
当
然
金
代
の
制
度
を
引
き

継
い
だ
元
初
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
は
引
き
継
が
れ
、
表
2
1
①
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
前
期
①
で
は
、
鈔

に
は
貫
文
単
位
が
九
件
で
あ
る
の

に
対

し
て
錠
両
単
位
が
二
件
、
前
期
②
で
は
、
貫
文
単
位
が
八
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
錠
両
単
位
が
二
件
と
い
う
よ
う
に
両
者
共
に

貫
文
単

位
が
四
倍
も
多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
元
中
期
に
な
る
と
錠
両
単
位
の
使
用
頻
度
が
高
ま
り
、
中
期
で
は
、
貫
文
単
位
一
一

件
に

対
し
て
錠
両
単
位

一
〇
件
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
使
用
頻
度
と
な
る
。
な
お
、
後
期
に
お
い
て
も
、
貫
文
単
位
が
八
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
錠
両

単
位
が
四
件
と
い
う
よ
う
に
二

つ
の
単
位
の
差
が
縮
小
す
る
の
で
あ
る
。
考
察
の
詳
細
は
次
節
に
譲
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
元
朝
政
府
は
銀

を
価
値
尺
度
の
基
準
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
が
、
銀

の
希
少
性

・
絶
対
量
の
不
足
ゆ
え
に
銀
か
ら
鈔

へ
と
主
要
貨
幣
を
転
換
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
錠
両
単
位
と
い
う
銀
の
単
位
を
鈔

の
価
値
の
単
位
と
し
て
残
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
鈔

を

銀
と
関
連
づ
け
る
た
め
に
、
意
図
的
に
錠
両
単
位
の
浸
透
を
図

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
銅
銭
に
関
し
て
は
、
前
期
計
九
(八
)件

・
中
期
五
(四
)
件

・
後
期
六
(五
)
件
の
事
例
が
あ
る

。
た
だ
し
、
表
中
に
表
れ
て
い
る
の

は
、

「銭
」
と
い
う
表
現
の
事
例
数
を
数
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

「銭
」
と
い
う
表
現
は
、
銅
銭
の
こ
と
を
示
す
場
合
と
単
な
る
貨
幣
を



次
に
、
こ
の
三
種

の
貨
幣
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
物
に
よ

っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
先
ほ
ど
の
時
期
区
分
と
合
わ
せ
て
総
合
的

に
分
析
し
て
み
よ
う
。
考
察
に
あ
た

っ
て
は
、
第

-
節

の
時
期
的
分
析
と
同
様
、
表
1
華
北
総
合
単
位
表
の
事
例
を
簡
便
に
整
理
し
た
表
2

1
②

華
北
時
期
・使
用
主
体
混
合
分
析
表
を
用
い
る
。
こ
の
表
は
、
表
1
に
み
え
る

一
二
五
件
の
事
例
を
④
皇
族

・
王
侯
、
⑤
行
政
、
o
民

間
、
⑥
軍
事
の
四
項
目
に
分
類
し

、
各
時
期
ご
と
に
各
貨
幣
の
事
例
数
を
検
出
し
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
表
に
基
づ
き
、

こ
こ
で
分
類
し
た
四
項
目
の
状
況
に
お
い
て
三
種

の
貨
幣
の
用
い
ら
れ
方
が
時
期
的
に
も
異
な

っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

示
す
場
合
と
に
分
け
ら
れ
る
。
よ

っ
て
、
こ
こ
で
事
例
と
し
て
あ
げ
た

「銭
」
と
い
う
表
現
の
全
て
が
、
銅
銭
を
示

し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
実
際
に
表
1
1

20

「大
元
朝
列
大
夫
騎
都
尉
弘
農
伯
楊
公
神
道
碑
銘
」
の

「官
銭
五
十
万
繕
」

や
同
ー

80

「
元
安
平
主
簿
赤
蓋
侯
徳

政
碑
」
の
「銭
三
定
」、
同
1

05

「大
元
加
封
宏
吉
烈
氏
相
寄
八
刺
魯
王
元
勲
世
徳
碑
」

の
「俸
銭
以
繕
計
者
二
千
五
百
貫
」
は
、
そ
の
表
記
か
ら

1

考
え
て
も
銅
銭
を
示
し
て
い
る
と
は
判
じ
が
た
い

。
ま
た
、
銅
銭
と
断
定
す
る
に
は
そ
の
持
ち
運
び
に
か
か
る
重
量
の
問
題
か
ら
考
え
て
も
高
額
な

事
例
が
多
く
注
意
が
必
要
で
あ
る

。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
国
家
と
し
て
の
銅
銭
発
行
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か

っ
た
元
代
に
お
い
て
、

「銭
」
と

い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
続
け
た
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
元
代
に
お
い
て
発
行
期
間
は
短
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま

銅
銭

の
使
用

の
否
定

へ
と
は

つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か

っ
た

こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
元
代

の
出
土
銭
も
発
掘
報
告
が
な
さ

れ
て
お
り
、
今
後
よ
り
具
体
的
な
事
例
と
し
て
銅
銭
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
分
析
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

。

2

使
用
主
体
別
分
析

ま
ず
、
銀
の
用
い
ら
れ
方
か
ら
分
析
す
る
。
銀
に
つ
い
て
は
、
全
部
で
二
二
件
の
事
例
を
抽
出
し
得
た
。
第
1
節

に
て
先
述
し
た
が
、
そ

(
1
)

銀



の
使
用
時
期
は
前
期
①
に
集
中
し
、
前
期
②
以
降
は
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
④
皇
族

・
王
侯
九
件

・
⑤
行
政

一
件

・
o
民
間
五
件

・
@
軍

事
七
件
と
な

っ
て
お
り
、
圧
倒
的
に
⑥
皇
族

・
王
侯
と
⑥
軍
事

の
事
例
が
多

い
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
軍
事
に
お
い
て
は
、
「貨
幣
な
し
」

の
項
目
の
貫
文
単
位
の
部
類
に
二
件
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り

、
軍
事
的
な
功
績
に
対
す
る
賞
与
と
し
て
銀
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
「
元
贈
推
忠
宣
力
功
臣
栄
禄
大
夫
中
書
平
章
政
事
口
国
趙
国
鄭
武
毅
公
神
道
碑
」
(『
常
山
貞
石
志
』
巻
十
九

猫
)

(表
1
1

10
)

に
見
え
る

一
例
を
挙
げ
よ
う
。

李
壇
が
山
東
で
反
乱
を
起
こ
し
(中
統
三
年

・
一
二
六
二
年
)
、
世
祖
は
、
大
軍
を
興
し
て
こ
れ
を
討

っ
た
。
…
兵
は
少
な
か
っ
た
が
、

公
(鄭
温
)
は
驕
勇
で
あ
り
、
果
た
し
て
白
金
百
五
十
両
及
び
酒
具
等
を
賜
っ
た
。
…

こ
れ
は
、
李
壇
の
反
乱
時
期
の
中
統
三
(
一
二
六
二
)年
の
事
例
で
あ
り
、
鄭
温
が
そ
の
驕
勇
に
よ
っ
て
功
を
た
て
銀
百
五
十
両
を
得
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
軍
事
的
賞
与
に
お
い
て
銀
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
が
他
に
も
七
件
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
全
て
前
期
①

の
事
例
で
あ
る
こ
と
に
は
、
元
代
の
社
会
状
況
に
関
係
す
る
問
題
と
し
て
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
世
祖
期

ま
で

(こ
こ
で
は
前
期
①
)
は
、
金
や
南
宋
と
の
抗
争
が
続
い
て
い
た
た
め
に
、
墓
誌
銘
や
神
道
碑
に
軍
功
を
記
載
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た

が
、
中

・
後
期
に
な
る
と
対
外
的
な
戦
争
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
軍
功
の
記
載
が
減
少
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
江
南
に
お
い
て
、
軍
事
関
係
の
記
載
が

一
件
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る

。

次

に
銀
使
用
の
多

い
事
例
で
あ
る
④
皇
族

・
王
侯
の
下
賜
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
銀
使
用

の
事
例
全
二
二
件
中
、
④
皇
族

・
王
侯

が
九
件
と
全
体
の
約
半
数
を
占
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
下
賜
に
は
、
鈔
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ほ
か
の
使
用
主
体
に
比
べ
て
圧
倒
的
に

銀
使
用
が
多
い
こ
と
に
は
注
目
し
て
よ
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
⑥
軍
事
的
事
例
に
共
通
す
る
点
は
、
第

1
節

の
時
期
的
分
析
で
も
考
察
し
た

よ
う

に
前
期
①
に
事
例
が
集
中
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
後
期
の
銀
の
使
用
例
と
し
て
、

一
件
ず

つ
④
皇
族

・
王
侯
の
使
用
例
が

見
ら

れ
る
こ
と
に
も
注
目
し
、
以
下
の
事
例
を
あ
げ
て
④
皇
族

・
王
侯
の
特
徴
を
考
察
し
た
い
。
「大
元
加
封
宏
吉
烈
氏
相
寄
八
刺
魯
王
元

勲
世
徳
碑
」
(『
(道
光
)
釦
野
県
志
』
巻
二
十
臨
)

(表
1
1
価
・
髄
)
に

至
正
辛
巳
(至
正
元
年

・
一
三
四

一
年
)
、
司
馬
木
里
赤
な
ど
が
王

(相
寄
八
刺
)
に
脆
き
て
申
し
上
げ
た
。

「我

々
は
朝
命
の
恩
沢
を



む
さ
ぼ

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
報
い
て
い
な
い
。
さ
ら
に
王
の
元
勲
世
徳
を
念
う
に
、
後

の
世
に
残
ら
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
。
敢

へ
て

こ
の
こ
と
を
金
石
に
著
す
こ
と
を
請
う
」
と
。
王
は
そ
の
要
請
を
許
し
た
。
こ
の
年
夏
、
南
の
他
山
か
ら
石
を
切
り
出
し
た
。
ち
ょ
う

ど
済
寧
路
総
管
劉
承
祖
ら
が
、
自
分
の
俸
給
二
千
五
百
貫
を
割
い
て
、
そ
の
費
用
に
あ
て
る
こ
と
を
を
願

っ
た
。
冬
、
司
馬

(木
里
赤
)

が
北
上
し
て
、
ま
た
王
に
申
し
上
げ
た
。

「済
寧

の
劉
総
管
が
俸
給
を
割
い
て
助
役
す
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
」
と
。
王
は
喜
ん
で
由

金
五
十
両

・
練

・
綺
各

々

一
端
を
も

っ
て
こ
れ
に
寵
答
し
た
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
、
至
正
元
(
=
二
四

一
)
年
の
済
寧
路
で
の
事
例
で
あ
り
、
魯
王
相
舟
八
刺
の
世
徳
碑
を
建
て
る
費

用
と
し
て
、
路
総
管
で

あ
る
劉
承
祖
が
自
分
の
俸
給
の
内
か
ら
二
千
五
百
貫
を
出
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
魯
王
が
褒
美
と
し
て
白
金
五
十
両
を
下
賜
し
た
こ
と
を
伝

え
て

い
る
。

こ
の
事
例
は
、
同

一
碑
文
上
に
お
い
て
路
総
管
が
鈔
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て

、
魯
王
が
銀
を
用

い
て
い
る
こ
と
が
顕
著

な
特

徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
事
例
数
は
少
な
い
が
、
銀
使
用
が
減
少
し
た
中
後
期
に
お
い
て
も
@
皇
族

・
王
侯
等
の
人
物
で
は
、

銀
で
財
政
運
用
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ

ら
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
⑤
行
政
に
お
い
て
前
期
①
に

一
件
と
い
う
よ
う
に
、
銀
が
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な

い
点
で
あ
る

。
こ

の
こ
と
は
元
朝
政
府
が
、
金
末
元
初
に
銀
を
価
値
尺
度
と
し
て
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
鈔

の
本
位
貨
幣
と
す
る
こ
と
は
意
図
し
て
は
い
た
が
、

実
際

の
財
政
運
営
上
で
は
銀
を
用
い
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
o

民
間
に
お
い
て
前
期
①
に
五
件

の
事
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
か
ら
論
証
さ
れ
て
き
た
金
末
元
初
に
銀
が
主
要
貨

幣
と

し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と

を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
こ
の
こ
と
が
、
実
際
の
財
政
運
営
に
お
け
る
鈔

の
使
用
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
次
に
そ
の
点
に

つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。



銀

を
実
際
の
財
政
運
用
に
用

い
る
こ
と
の
な
か
っ
た
元
朝
政
府
が
、
い
か
に
し
て
社
会
の
中
に
銀
を
価
値
基
準
と

し
て
浸
透
さ
せ
よ
う
と

し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
解
明
に
あ
た

っ
て
有
効
な
手
段
と
な
る
の
は
、
錠
両
単
位
と
貫
文
単
位
と
い
う
鈔

の
額
面
を
表
す
二
つ
の
単
位

の
併

存
現
象
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
表
2
1
②

の
各
貨
幣

の
比
率
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
元
代
に
お
け
る
主
要
貨
幣
は
鈔
で
あ

っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
使
用
単
位
に
は
主
に
貫
文
単
位
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
⑤
行
政
と
o
民
間
に
お
け
る
使
用
単
位
を
時
期
区
分
と
総
合

し
て
比
較
し
て
み
る
と
様

々
な
特
徴
が
現
れ
る
。

ま
ず
、
⑤
行
政
の
事
例
に

つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
前
期
①

・
②
で
は
貫
文
単
位
が
優
位
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
中
期

に
な
る
と
錠
両
単
位
の

み
と
な
る
。
後
期
に
な
る
と
錠
両
単
位

・
貫
文
単
位
共
に

二
件
と
な
る
が
、
錠
両
単
位

の
使
用
例
は
い
ず
れ
も
後
至

元
年
間
の
も
の

(表
1

1

01
・
02
)
で
あ
り
、
元
末
の
至
正
年
間
に
な
る
と
貫
文
単
位
が
優
位
で
あ
る
。

つ
ま
り
⑤
行
政
上
は
、
前
期
で
は
金
代
か
ら

の
貫
文
単
位

　

　

を
用

い
る
慣
習
が
残
り
貫
文
単
位
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
中
期
に
な
る
と
積
極
的
に
錠
両
単
位
を
用

い
る
よ
う
に
な
り
、
後
期

(特
に
至
正
年
間
)
に
な
る
と
元
末
の
政
治
的
混
乱
を
反
映
し
て
、
再
び
貫
文
単
位
が
行
政
上
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
左
と
し
て
、
「彰
徳
路
廉
壁
記
」
(『
(嘉
慶
)
安
陽
県
志
』
巻
十

一
血
)

(表
1
1
撹
)
に
次
の
よ
う
な
事
例
が
み

え
る
。今

所
蔵

の
什
器
等
の
事
を
左
に
列
記
す
る
。
至
元
五
(後
至
元
五
年

・
一
三
三
九
)
年
己
卯
秋
月
吉
日
。
安
陽
サ
趙
時
敏
記
す
。

本
路

の
官
本
は
、
中
続
鍬

一
千
一、一百
三
十
一、一錠
三
十
七
両
廿
銭
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
後
至
元
五
(
一
三
三
九
)年
の
事
例
で
あ
る
が
、
彰
徳
路
安
陽
県
に
お
け
る
路
の
運
営
費
と
し
て
中
統
鈔

一
千
二
百
三
十
二
錠
三
十
七
両

七
銭
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
行
政
処
理
上
に
お
い
て
錠
両
単
位
を
用
い
る
と
い
う
傾
向
は
、
元
代
の
文
献
史
料
に
残
る
記
載

の
あ
り
よ
う
に
よ

っ
て
も
傍
証
し
う
る
。

例
え
ば
、
『
元
史
』
の
本
紀
や
志
に
お
い
て
貫
文
単
位
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
は
少
な

い
(")。
ま
た
、
文
人
達
が
残
し
た
文
集
か
ら
も
傍

(
2

)
鈔



証
し
う
る
。
例
え
ば
、
文
人
達
が
依
頼
に
よ

っ
て
記
し
た
墓
誌
銘
等
で
は
、
貫
文
単
位
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
彼
ら
は
、

上
奏

文
に
お
い
て
は
錠
両
単
位
を
用

い
る
傾
向
に
あ
る
。
華
北
の

一
例
(器)と
し
て
、
魏
初

『
青
崖
集
』
巻
四

表

奏
議
内
の
至
元
八
(
一

二
七

一
)
年
の
上
奏
を
あ
げ
よ
う
。

(至
元
八
年

・
一
二
七

一
年
)
五
月
二
十
九
日
。
近
ご
ろ
明
ら
か
に
な

っ
た
上
都
万
盈
倉

の
飛
鈔

の
事
。
た
だ
ち
に
監
視
官
運
司
知
事

趙
喧
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
か
つ
て
、
巴
図
軍
の
人
、
烏
爾
古
が
買

っ
た
と
こ
ろ
の
支
出
帳
簿
で
の
三
百
石
は
、

一
石
ご
と
に
鈔

一
両
二
銭
を
用
い
て
い
る
の
に
、
官
庫
で
は

一
石
ご
と
に
鈔
二
両
五
銭
を
受
け
取

っ
て
い
る
。
す
で
に
御
史
壷

に
具
呈
し
て
い
る
の
で

照
詳
施
行
さ
れ
た
い
。
…

こ
の
史
料
は
、
至
元
八
(
一
二
七

一
)
年
の
上
都
で
の
事
例
と
し
て
、
烏
爾
古
が
本
来

一
石
鈔

一
両
二
銭
で
買

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
庫

(万
盈
倉
)
か
ら
は
、
そ
の
代
金
と
し
て

一
石
に

つ
き
鈔

二
両
五
銭
を
受
け
取

っ
た
案
件
を
錠
両
単
位
を
用
い
て
述

べ
て
い
る
。
そ
の

一
方

で
、
胡
祇
遙

『紫
山
大
全
集
』
巻
二
十
二

「宝
鈔

法
」
に
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

中
統
建
元
し
、
鈔
法
初
め
て
立
つ
。
公
私
貴
賎
こ
れ
(
鈔)を
愛
す
る
こ
と
重
宝
の
ご
と
く
扱
い
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
流
水
の
ご
と
く
扱
っ
た
。
交

鋏

一
貫
で
は
絹

一
疋
が
買
え
、
鈔
丑
い
六
十
文
で
は
絹

一
両
が
買
え
、
米

一
石
は
鈔
六
い
廿
百
文
、
麦

一
石
は
鈔
丑
"
六
百
文
、
布

一
端
は
鈔

四
・五
伯
文
で
あ

っ
た
。
…

こ
こ
に
は
中
統
元
(
一
二
六
〇
)年
の
鈔
法
成
立
当
時

の
事
例
と
し
て
、
鈔

一
貫
で
絹

一
疋
が
買
え
、
鈔

五

・
六
十
文

で
絹

一
両
、
鈔
六
・七

百
文

で
米

一
石
、
鈔

五
・六
百
文
で
麦

一
石

・
鈔
四

・
五
百
文
で
布

一
端
が
購
入
で
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
史
料
は
、
華
北
に

お
い
て
民
間
の
商
取
引
が
鈔

に
て
行
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
商
品
価
値
が
、
当
時
貫
文
単
位
で
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
o
民
間
で
は
、
貫
文
単
位
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
表
2
i
②
か
ら
前
期
①
が
錠
両
単
位

一
件
に
対
し
て
貫

文
単
位
四
件
、
前
期
②
が
貫
文
単
位
の
み
、
中
期
が
錠
両
単
位
四
件
に
対
し
て
貫
文
単
位
七
件
、
後
期
が
錠
両
単
位

二
件
に
対
し
て
貫
文
単

位
四
件
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
⑤
行
政
の
事
例
と
似
て
中
期
に
錠
両
単
位
の
使
用
例
が
増
す
も
の
の
、
元

一
代
を



次
に
銅
銭
の
場
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
北
宋
代
に
大
量
に
鋳
造
さ
れ
、
南
宋
代

・
金
代
に
か
け
て
鋳
造
量
を
減

ら
し
な
が
ら
も
用
い
ら

れ
続
け
た
銅
銭
は
、
元
代
に
い
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
人
物
に
よ
っ
て
用

い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
2
1
②

か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、

⑥
軍
事

で
の
事
例
が
管
見
の
限
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
③
皇
族

・
王
侯
等
の
人
物
は
、
全
二
〇
件
の
事
例
中

二
件
に
し
か
見
ら
れ
な

い
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
用
い
る
こ
と
が
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
⑤
行
政
の
事
例
は
、
第
1
節
の
時
期
的
分
析

に
て
指
摘
し
た
表
1
1

20
(前
期
①
)
・
80
(中
期
)
・
05
(後
期
)
の
事
例
を
銅
銭
で
は
な
く
鈔

で
あ
る
と
考
え
て
を
除
く
と
、
全
部
で
五
件
と
な
る
。

こ
れ
は
、
o
民

1

間
の
事
例
が

一
〇
件
で
あ
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
民
間
に
流
通
し
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
行
政
上
は
銅
銭
が
用

い
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と

が
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
、
元
朝
政
府
は
銅
銭
を
ほ
と
ん
ど
発
行
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
上
に
お
い
て
も
銅
銭
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
あ

っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
事
例
も
存
在
す
る
。

「元
蔚
州
楊
氏
先
螢
碑
銘
」
(『
蔚
州
金
石
志
』
巻
九
動

・
漁
、
(表

1
-

24
)
に
は
、
至
元

十
六

(
一
二
七
九
)
年
以
降
の
こ
と
と
し
て
、
楊
賛
が
糞
寧
路
平
定
州
の
知
州
で
あ
っ
た
時
の
事
績
と
し
て
、
民
衆
の
税
五
万
繕
あ
ま
り
を
減
ら
し
た

(
3
)
銅

銭

通
し

て
や
は
り
貫
文
単
位
が
優
位
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
元
代
の
華
北
に
お
い
て
鈔
は
、
o
民
間
で
は
貫
文
単
位
が
優
位
に
用
い
ら
れ
、
⑤
政
府
の
財
政
運
営
上

で
は
、
錠
両
単
位
が
用

い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
筆
者
が
江
南
に
お
い
て
証
明
し
た
こ
と
と
同
様

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

改
め

て
指
摘
し
て
お
き
た
い

。
ま
た
、
時
期
的
変
遷
か
ら
考
え
る
と
、
銀
か
ら
鈔
に
主
要
貨
幣
が
転
換
し
た
画
期
に
あ
た
る
前
期
②
ま
で

は
、
貫
文
単
位
が
ど
の
使
用
主
体
に
お
い
て
も
優
位
で
あ

っ
た
が
、
中
期
以
降
に
な
る
と
、
錠
両
単
位
が
⑤
行
政
で
は
優
位
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
元
朝
政
府
の
鈔
に
対
す
る
政
策

の
転
換
を
示
す
。

つ
ま
り
、
主
要
貨
幣
が
銀
か
ら
鈔

へ
変
化
し
た
転

換
期
は
、
前
期
②
(成
宗
期
)
に
あ
た
る
が
、
そ
の
銀
の
単
位
で
あ
る
錠
両
単
位
を
鈔

の
価
値
尺
度
と
し
て
行
政
上
に
反
映
さ
せ
た
の
は
、
中

期
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



続

い
て
、
江
南
に
お
い
て
三
種
の
貨
幣
の
使
用
方
法
が
、
華
北

の
場
合
と
ど
の
よ
う
な
点
で

一
致
し
、
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な

っ
て
い
た

の
か
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
江
南
と
は
、
旧
南
宋
領
、
い
わ
ゆ
る
江
南
三
省
を
指
す
。
あ
ら
か
じ
め
筆
者
が
検
索
し

え
た
全

一
〇
三
件
の
事
例
の
各
省
ご
と
の
数
を
示
し
て
お
く
と
、
江
浙

行
省
九
〇
件

・
江
西
行
省
七
件

・
湖
広
行
省
六
件
と
な
る
。
地
域
に

よ

っ
て
史
料
の
残
存
状
況
に
偏
り
が
あ
り
、
主
と
し
て
江
浙
行
省
の
事
例
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
、
華
北
の
分
析
に
お
い
て
用
い
た
方
針
と
同
様
に
、
表
3
江
南
総
合
単
位
表
を
用
い
、
以
下
の
各
節
の
分
析
内

容
に
合
わ
せ
て
簡
便
に
整
理
し
た
表
4
1
①
江
南
時
期
別
分
析
表
、
表
4
1
②
江
南
時
期
・使
用
主
体
混
合
分
析
表

(後
掲
)
を
用
い
る
。

ま
た
、
第
2
節
の
使
用
主
体
別
分
析
の
際
に
も
指
摘
す
る
が
、
軍
事
に
関
わ
る
事
例
が
な
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
合
わ
せ
て
注
意
し
て
お

く
べ
き
で
あ
る
。

こ
と
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

。

こ
こ
に
お
い
て
ま
た
そ
の
(楊
賛
の
)
業
績
を
見
て
と
っ
て
、
参
知
政
事
王
思
廉
が
撰
文
し
た
。
侯
(楊
賛
)
が
平
定
の
知

州
だ
っ
た
時
の
徳
政
碑

に
、
「暦
本
を
売
り
、
課
程
を
均
等
に
し
、
皮
草
を
牧
め
、
磯
禮
を
興
こ
し
、
民
銭
丑
万
除
繕
を
減
額
さ
せ
た
。
ほ
か
に
も
非
常
に
多
く
の
善
政

を
お
こ
な
っ
た
」
と
。

つ
ま
り
、
元
代
の
華
北
に
お
い
て
銅
銭
は
、
⑥
軍
事
で
は
、
関
連
史
料
に
欠
け
て
い
る
た
め
論
証
し
が
た
い
が

、
@
皇
族

・
王
侯
に
お
い

て
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ず
、
o
民
間
を
主
要
な
使
用
主
体
と
し
て
⑤
行
政
に
お
い
て
も
用

い
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

二

江

南

の

場

合



ま
ず
、
江
南

の
時
期
的
特
徴
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
分
析
は
、
先
述
し
た
と
お
り
表
3
江
南
総
合
単
位
表
を
華
北

の
場
合
と
同
様
に
整
理

テ

ム

ル

し
た
表
4
1
①
江
南
時
期
別
分
析
表
に
沿

っ
て
進
め
る
。
本
表
は
、
表
3
を
前
期

(江
南
地
域
で
は
、
至
元
十
三
(
一
二
七
六
)年
～
成
宗
期
)

カ

イ

ノ
ヤ

ン

イ

リ

ノ

ノ
ハ

ル

ヘ

コ

ノ

ロ
テ

ム

ル

・
中
期

(武

宗
～
寧

宗
期
)
・
後
期

(順

帝
期
)

の
三
期
に
分
け
、
当
該
時
期
に
当
た
る
銀

・
鈔

・
銅
銭

・
貨
幣
な
し
(B)の
事
例
数

を
抽
出
し
、
鈔

に
お
い
て
は
さ
ら
に
錠
両

・
貫
文
単
位
ご
と
に
分
け
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
表
か
ら
わ
か
る
特
徴
は
、
銀
が
、
南
宋
攻
略
以
降
の
前
期
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
中
後
期
に
は
使

用
頻
度
を
増
す

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
華
北
に
お
い
て
前
期
②
以
降
に
銀
の
使
用
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
と
好

対
照
を
な
し
て
い
る
。

つ
ま

り
、
江
南

の
経
済
発
展
に
伴

っ
て
華
北
と
は
逆
に
銀
が
元
代
社
会
に
流
通
し

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
鈔
の
使
用
率
も
高
い
。
ま
た
、
錠
両
単
位
が

一
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
六
件
と
貫
文
単
位
が
優
位
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

南
宋
末
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
南
宋
末
に
お
い
て
銀
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
ず

、
銅
銭
も
そ
の
使
用
頻
度

を
減

ら
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、
鈔

(こ
こ
で
は
会
子
を
意
味
す
る
が
)
使
用
は
盛

ん
で
あ
り
、
し
か
も
、

南
宋
代
に
お
け
る
会
子
の
使
用
単
位
は
当
然
貫
文
単
位
で
あ

っ
た
た
め
に
、
南
宋
攻
略
以
降
に
お
い
て
も
慣
習
に
従

っ
て
鈔
に
お
い
て
貫
文

単
位
が
用

い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
前
期
の
傾
向
に
対
し
て
、
中
期
に
な
る
と
変
化
が
生
じ
る
。
鈔

の
使
用
単
位
が
、
貫
文
単
位
優
位
か
ら
錠
両
単
位
優
位

へ
と
転
換
す

る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

一
八
件

の
錠
両
単
位
に
対
し
て
、
貫
文
単
位
は
七
件
と
な

っ
て
お
り
、
二
倍
以
上

の
事

例
数
の
差
が
生
じ
て
い

る
。

こ
の
こ
と
は
、
南
宋
末
の
社
会
状
況
を
引
き
継
ぐ
形
で
銀
使
用
が
少
な
く
、
し
か
も
鈔
に
貫
文
単
位
が
慣
習
的

に
用
い
ら
れ
て
い
た
江

南
に
お
い
て
も
、
元
朝
政
府
の
財
政
運
用
上
の
貨
幣
価
値
の
表
現
方
法
で
あ
る
鈔

の
錠
両
単
位
が
元
代
社
会
に
浸
透

し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
期
に
錠
両
単
位
九
件
に
対
し
て
貫
文
単
位
八
件
と
い
っ
た
よ
う
に

一
対

一
の
割
合
で
見
ら
れ
る
こ
と
や
、

「貨
幣
な
し
」
の
事
例
(B
.に
お
い
て
も
三
倍
の
差
を
も

っ
て
貫
文
単
位
が
優
位
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
よ

っ
て
貫
文
単
位
の

1

時
期
的
分
析



次

に
、

こ
れ
ら
の
江
南
に
お
け
る
時
期
的
分
析
を
も
と
に
、
三
種
の
貨
幣
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
物
に
よ

っ
て
用

い
ら
れ
て
い
た
の

か
を
先
ほ
ど
の
時
期
区
分
と
合
わ
せ
て
総
合
的
に
分
析
し
て
み
よ
う
。
こ
の
分
析
に
は
、
第
1
節
の
時
期
的
分
析
と

同
様
に
表

3
江
南
総
合

単
位
表

の
事
例
を
簡
便
に
整
理
し
た
表
4
1
②
江
南
時
期
・使
用
主
体
混
合
分
析
表
を
用
い
る
。

こ
の
表
は
、
表
3
に
み
え
る

一
〇
三
件
の

事
例

を
④
皇
族

・
王
侯
、
⑤
行
政
、
o
民
間
の
三
項
目
に
分
類
し

、
各
時
期
ご
と
に
貨
幣
の
事
例
数
を
検
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
江
南
に
お
い
て
は
、
華
北
で
分
析
し
た
よ
う
な
⑥
軍
事
に
関
連
し
た
史
料
が

一
件
で
あ

っ
た
た
め
に
⑤
行
政
と
し

、

こ
こ
で
は
三

項
目

の
み
に
分
類
し
た
。
ま
た
、
③
皇
族

・
王
侯
に
関
す
る
事
例
も
四
件
と
少
な
く
、
詳
細
に
考
察
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
ゆ
え
に
主
に
⑤

行
政

・
o
民
間
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
、
三
種
の
貨
幣
の
用
い
ら
れ
方
が
時
期
的
に
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
い
る
こ
と
を
分
析
す
る
。

使
用

が
な
く
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
民
間
で
は
鈔
に
は
貫
文
単
位
も
用
い
ら
れ

つ
つ
、
錠
両
単
位
の
浸
透
が

見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
銅
銭
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
前
期

一
件

・
中
期
九
(七
)件

・
後
期
一
三

件
と
い
う
よ
う
に
次
第
に
増
加

し
て
い
る
。
ま
た
、
第

一
章
第

1
節

の
華
北
の
時
期
的
分
析
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も

「銭
」
と
史
料
上
に
記
載
さ
れ
て

い
な
が
ら

「
鈔
」
を
意

味
す
る
で
あ
ろ
う
事
例
が
少
な
く
と
も
二
件
あ
る

(表
3
1

34

「元
泰
定
侍
郎
郵
文
原
撰
郡
城
陛
廟
記
」
の

「俸
銭

二
千
繕
」、
表

3
1

48

「府
学
附
地
経
界
碑
」
の

「銭
壼
伯
参
拾
玖
定
壼
拾
伍
両
」
)

。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
や
事
例
数
が
少
な
い
こ
と
は
考
慮
に
入
れ
る
べ
き

で
あ

る
が
、
従
来
の
定
説
通
り
、
南
宋
攻
略
時
で
は
銅
銭
の
使
用
は
減
少
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

。
そ
れ
が
、
中
期

・
後
期
に
か
け

て
そ

の
使
用
頻
度
を
増
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
元
朝
政
府
が
ほ
と
ん
ど
銅
銭
を
発
行
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
南
宋
末
に
は
使
用

が
減

少
し
て
い
た
銅
銭
が
実
際
に
は
退
蔵

・
残
存
し
て
い
て
、
次
第
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
特
に
後

期
に
お
け
る
使
用
の
増
加
は
、
元
末

の
貨
幣
制
度
の
混
乱
状
況
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

。

2

使
用
主
体
別
分
析



こ
の
よ
う
な
銀
の
動
向
に
対
し
、
鈔
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
特
徴
的
な

こ
と
は
、
前
期
で
は
貫
文
単
位

が
優
位
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
後
期
に
な
る
と
⑤
行
政

・
o
民
間
共
に
錠
両
単
位
の
使
用
が
増
加
す
る

こ
と
で
あ
る
。
特
に
、

O
民
間
で
は
、
中
期
で
は
錠
両
単
位
が

一
二
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
貫
文
単
位
が
二
件
で
あ
り
、
使
用
頻
度

の
逆
転

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
江
南
地
域
で
は
民
間
で
は
貫
文
単
位
が
優
位
で
あ

っ
た
と
す
る
、
以
前
筆
者
が
論
証
し
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る

。
し
か

し
、
当
史
料
集
に
よ
れ
ば
、
華
北
よ
り
江
南

の
方
が
錠
両
単
位
が
民
間
に
お
い
て
も
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
た
だ
推
論

が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
現
象
に
は
、
本
節
の
銀
の
項
目
に
て
先
述
し
た
、
⑤
民
間
で
の
銀
使
用
の
浸
透
が
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

銀

に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
⑤
行
政
三
件

・
o
民
間
六
件
と
い
う
よ
う
に
事
例
数
は
少
な
い
。
し
か
し
、
時
期
的
な
区
分
か
ら
総
合
的
に
考

え
る
と
少
な
い
な
が
ら
も
特
徴
が
窺
え
る
。
o

民
間
に
お
い
て
前
期
は

一
件
と
少
な
い
も
の
の
、
中
期
三
件
、
後
期

二
件
と
い
う
よ
う
に
、

⑤
行
政

の
後
期
三
件
の
み
と
比
較
す
る
と
民
間
で
の
使
用
例
が
中
後
期
に
分
散
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
例
数
が
少
な
い
の
で
断
定
は
で
き

な

い
が
、
こ
の
よ
う
に
o
民
間
に
お
い
て
銀
使
用
が
中
後
期
に
浸
透
し
て
く
る
こ
と
に
は
、
江
南
地
域

の
経
済
的
な
発
展
が
前
提
に
あ
る
と

思
わ

れ
る
。
ま
た
、
⑤
行
政
の
事
例
が
、
後
期

(し
か
も
至
正
十
九

(
=
二
五
九
)
年
以
降
)
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
朝
政
府
は
銀

を
財
政
運
用
に
用
い
る
意
図
は
な
く
、
元
末
の
銀
使
用
の
増
加
は
、
幣
制
の
混
乱
期
に
臨
時
的
に
銀
を
用

い
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
前
期
に
お
い
て
は
南
宋
攻
略
の
影
響
で
銀
使
用
が
減
少
し
て
い
た
が
、
江
南

の
経
済
発
展
に
伴
い
、
民
間
で
の

銀
使

用
が
増
加
し
た
。

一
方
で
元
末
の
混
乱
期
以
外
は
、
元
朝
政
府
は
行
政
上
に
銀
を
用
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
2

)
鈔

(
1
)
銀



れ
る
。

つ
ま
り
、
中
後
期
に
経
済
発
展
に
よ

っ
て
民
間
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
銀
使
用

の
影
響
を
受
け
て
、
鈔

に
錠
両
単
位
を
用
い
る

こ
と
が
華
北
よ
り
比
較
的
容
易
に
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
確
に
傍
証
す
る
史
料
は
な
い
が
、
二

つ

の
単
位
が
同

一
碑
文
上
に
現
れ
る
史
料
か
ら
、
錠
両
単
位
と
貫
文
単
位
の
併
存
状
況
は
指
摘
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
「慶
元
路
儒
学
塗
田
記
」

(『
両
漸
金
石
志
』
巻
十
六
痂
)
(表
3
1

57
・61
)
に

(碑
陽
)
元
統
三
(後
至
元
元
年

・
=
二
一二
五
)
年
秋
…
。
十
月
朔
、
…
郡
の
つ
つ
み
に
は
昔
か
ら
塗
田
三
百
十
二
畝
あ
ま
り
が
あ
る
。
鄭
県

の
東
の
田
舎
に
属
し
、
非
常
に
高
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
籍
は
あ
る
が
耕
す
佃
戸
も
な
く
、
あ
る
年
に
近
境
の
育
王
大
慈

寺
の
僧
の
も
の
と
な
っ

た
。
そ
し
て
痩
地
を
肥
沃
の
地
に
し
、
豊
作
を
不
作
と
し
、
租
税
は
わ
ず
か
に
鈔
廿
十
一、一貫
を
納
め
て
い
た
。
数
十
年
間
、
あ
る
時
は
納
め
、

或
る
時
は
納
め
ず
、
そ
の
塗
田
は
横
領
し
て
い
る
の
に
等
し
か
っ
た
。
…

(碑
陰
)
元
統
元
(
=
二
三
三
)
年
以
前
、
育
正
[王
]
寺
の
雲
厳
庵
で
は
、
荘
佃
戸
の
陳
榮
・屠
成
・周
明
・李
徳
に
…

さ
せ
て
、
本
学
は
旧
弊

を
遵
守
し
て
官
の
検
閲
を
逃
れ
、
毎
年
租
税
と
し
て
中
続
鈔
ゼ
十
一、一両
を
上
納
し
て
い
た
。

と
あ

る
。

こ
の
史
料
は
、
元
統
元
(
=
二
三
三
)
年
以
前
の
江
浙
行
省
慶
元
路
に
お
け
る
育
王
大
慈
寺
の
田
租
の
額
を
示
し
て
お
り
、
碑
陽
で

は

「
鈔
七
十
二
貫
」
と
記
さ
れ
、
碑
陰
で
は

「中
統
鈔
七
十
二
両
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
愈
希
魯

『
至
順
鎮
江

志
』
巻
十
五
、
元
刺
守
、
鎮
江
路
総
管
府
、
達
魯
花
赤
兼
管
内
勧
農
事
に
お
い
て
も
同
様
の
状
況
が
見
え
る
。

太
平

…
士
民
が
(太
平
の
)去
思
碑
を
立
て
る
た
め
に
、
郡
人
の
青
陽
翼
が
撰
文
し
た
。
そ
の
略
に
、
「至
元
庚
寅

(至
元
二
十
七

(
一

二
九
〇
)
年
)
、
官
が
権
酷
を
や
め
て
、
月
々
の
課
額
を
定
め
て
、
民
に
賦
税
を
課
し
て
い
る
こ
と
を
、
散
辮
と

い
っ
て
い
る
。
鎮
江
の

郡
全
体
の
戸
数
は
十
万
で
あ
り
、
月
々
の
賦
税
は
中
続
鈔

六
百
丑
十
錠
で
あ
る
。
城
中
の
民
は
八
千
に
及
ば
な
い
の
に
、
実
際
の
租
税
額
は

四
千
貫
あ
ま
り
で
あ
る
。
:

こ
の
事
例
は
、
少
な
く
と
も
至
元
二
十
七

(
一
二
九
〇
)
年
か
ら
太
平
の
着
任
期
の
皇
慶
元

(
=
二
=

一)
年
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
、
月
々

の
賦
税
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
散
辮
に
つ
い
て
の
記
載
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
鎮
江
路
に
お
け
る
月

々
の
賦
税

の
定
額
が

「中
統
鈔

六
百
五
十
錠
」
と
錠
両
単
位
で
表
示
さ
れ
て
い
る

一
方

で
、
城
中
で
の
実
際
の
徴
収
額
が
、
「四
千
貫
」
と
い
う
貫
単
位
で
記
述
さ
れ
て
い



る
。

こ
の

「四
千
貫
」
は
、
も
し
文
章
と
し
て
記
載
を
統

一
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「中
統
鈔

八
十
錠
」
と
記
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
あ
え
て

「四
千
貫
」
と
い
う
表
示
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「四
千
貫
」
と
い
う
記
載
は
、
民
間

で
用
い
ら
れ
て
い
た
貨

幣
単

位
表
示
の
慣
習
(
　
貫
文
単
位
)
に
従

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
鎮
江
路
に
て
徴
収
時
に
用
い
ら
れ
る
単
位
と
上

級
衙
門
(こ
こ
で
は
江
浙

行
省
)
へ
の
報
告

・
納
入
時
に
使
用
さ
れ
る
単
位

の
間
に
相
違
が
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
地
方
志

に
こ
の
よ
う
に
同
時
に
二
種
類
の
単
位
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
時
期
に
お
い
て
こ
の
二
単
位
が
併
存
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
を
支
え
る
例
と
し
て
、
さ
ら
に
民
間
に
お
い
て
二
つ
の
単
位
を
併
用
し
て
い
る
事
例
を
あ
げ
よ

う
。

す
な
わ
ち
、
「景
圃
油
田
普
福
教
寺
心
経
鐘
欺
」
(『
括
蒼
金
石
志
』
巻
十

一
%
)
(表
3
1
64
・
65
)
に
、

至
元
四
年
戊
寅

(後
至
元
四
(
一
三
三
八
)
年
)
大
歳
良
月
。
・

各
々
衆
縁
を
募

っ
て
勝
事
を
共
に
成
し
、
…
。
善
縁

一
名
ご
と
に
中
続
鋏
一、一百
丑
十
文
(を
寄
進
し
た
)
。
こ
の
後
に
本
寺
の
僧
に
つ
い
て

書
き
連
ね
る
。

高
信

道
破
化
鈔

一、一十
丑
両

と
あ

る
。
こ
の
史
料
は
、
後
至
元
四
(
一
三
三
八
)年
、
江
浙

行
省
庭
州
路
青
田
県
に
お
け
る
寺
鐘

の
寄
進
額
を
示
し

て
お
り
、
信
者

一
名
ご

と
に

「中
統
鈔

二
百
五
十
文
」
を
寄
進
し
、
僧
侶
は
各
人
で

「
鈔
二
十
五
両
」
等
の
寄
進
を
し
た
と
同

一
碑
文
上
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る

(39)。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
民
間
に
お
い
て
も
貫
文

・
錠
両
単
位
の
両
者
が
併
存
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る

。

つ
ま
り
、
鈔

に
お
け
る
錠
両
単
位
の
使
用
頻
度
の
高
さ
か
ら
考
え
る
と
、
元
来
銀
の
価
値
尺
度
で
あ
る
錠
両
単
位
を
銀
と
リ
ン
ク
さ
せ
る

た
め
に
鈔
に
も
用
い
る
と
い
う
元
朝
政
府
の
方
針
が
、
元
中
期
に
は
江
南
に
お
い
て
行
政
処
理
上

の
み
な
ら
ず
民
間

に
も
浸
透
し
て
い
た
と

考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
民
間
で
は
、
中
期
か
ら
銀
使
用
も
見
ら
れ
、
経
済
状
況
も
発
展
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
銀
と
リ
ン
ク
さ
せ

る
と
い
う
元
朝
政
府
の
方
針
を
比
較
的
容
易
に
理
解

・
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た

元
代

に
お
け
る
江
南
支
配
の
脆
弱
性
と
い
う
考
え
方
(醤)が
、
元
朝
政
府
の
政
策
が
積
極
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
面
か
ら
そ
う
と
も
断



以
上
の
分
析
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ク
ヒ
ラ
イ

ま
ず
、
金
末
の
銀
使
用
の
慣
行
を
引
き
継
ぎ
、
銀
が
前
期
①

(
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
期
～
世
祖
期
)
に
は
④
皇
族

・
王
侯
や
⑥
軍
事
の
事
例
に

お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た

(た
だ
し
、
行
政
上
は
華
北

・
江
南
と
も
に
用
い
ら
れ
ず
、
江
南
で
は
中
後
期
に
o
民
間

で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な

る
)。

し
か
し
元
朝
政
府
は
、
銀

の
絶
対
量
が
不
足
し
て
い
る
た
め
に
南
宋
領
を
加
え
て
拡
大
し
た
版
図
に
対

し
て
銀
を
用
い
続
け
る

定
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

(
3
)
銅

銭

次

に
、
銅
銭
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
江
南
で
の
銅
銭
使
用
に

つ
い
て
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る

。
こ
こ
で
は
、
⑤
行

政

=

一
(
一
〇
)
件

・
o
民
間

一
〇
件
と
な

っ
て
お
り
、
行
政
処
理
上
に
も
銅
銭
を
使

っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
う
る
。
「埜
素
博
華
修

聖
廟
学
頗
」
(『
(民
国
)
安
徽
通
志
稿
』
金
石
古
物
考
五
伽
)
(弼)
(表
3
-

67
)
に
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

経
歴
呂
良
弼
に
命
じ
て
、
連
年
滞

っ
て
い
る
田
租
を
徴
収
さ
せ
、
米
八
百
石

・
銭
二
千
貫
を
得
た
。

こ
の
史
料
は
後
至
元
五
(
一
三
三
九
)
年
に
江
浙
行
省
太
平
路
に
お
け
る
税
と
し
て
長
年
滞

っ
て
い
た
田
租
で
あ
る
米
八
百
石
と
銭
二
千
貫
が

徴
収
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
元
朝
政
府
が
公
的
に
は
銅
銭
使
用
を
禁
止
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
処
理
上
に

銅
銭
使
用
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
と
、
元
朝
政
府

の
銅
銭
に
対
す
る
使
用

禁
止
と
い
う
公
的
な
方
針
と
実
際
の
民
間
で
の
使
用
状
況
と
の
間
に
は
差
異
が
生
じ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
中
央
が
黙
認
し
て
い
た
可
能

性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に



こ
と
が
困
難
に
な

っ
た
。
ゆ
え
に
、
銀
か
ら
鈔

へ
使
用
貨
幣
を
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
南
宋
以
来
の
鈔
使
用

の
慣
行
を
利
用
し
て
、

テ

ム

し

前
期
②

(成
宗
期
)
に
本
格
的
に
鈔
に
て
財
政
運
用
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
鈔
に
は
、
前
期
②
に
は
南
宋
代

の
慣
習
を
引
き
継
い
で

カ

イ

ン
ヤ

ノ

ノ

リ

ノ

ノ

ハ

レ

銅
銭

の
単
位
で
あ
る
貫
文
単
位
が
優
位
に
用

い
ら
れ
て
い
た
が
、
鈔
制
度
が
安
定
期
を
迎
え
る
中
期

(武

宗
～
寧

宗
期
)
に
な
る
と
、
華
北

・
江
南
共
に
⑤
行
政
上
に
錠
両
単
位
が
優
位
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
元
朝
政
府
が
、
金
末
の
銀
使
用

・
西
方
と
の
交
易
決

済
や
@
皇
族

・
王
侯
が
銀
を
用
い
て
い
る
状
況
を
受
け
、
銀
の
価
値
尺
度
を
包
含
す
る
単
位
と
し
て
、
財
政
処
理
上
、
銀

の
代
替
物
と
し
て

鈔
に
錠
両
単
位
を
用

い
る
と
い
う
政
策
を
定
め
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
江
南
地
域
で
は
、
o
民
間
で
も
銀
使
用
が
行
わ
れ
て
い
た

影
響
や
当
該
地
域

の
経
済
発
展
に
よ

っ
て
、
比
較
的
容
易
に
錠
両
単
位
が
受
容
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
後
期

(特
に
至
正
年
間
)
に

な
る
と
貨
幣
制
度
の
混
乱
を
反
映
し
て
、
銀
と
鈔

(主
に
貫
文
単
位
を
用
い
る
)
と
銅
銭
が
再
び
併
存
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「銭
」
と
い
う
記
載
が
銅
銭
の
こ
と
を
示
す
と
断
定
は
で
き
な
い
が
、
元
朝
政
府
は
銅
銭
を
公
式
に
は
ほ
と
ん
ど
鋳
造

・
発
行
し
な
か

っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
⑤
行
政

・
o
民
間
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

元
朝
は
、
中
国
国
内
に
は
じ
め
て
銀
を
実
際

の
交
易
に
お
け
る
価
値
尺
度
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
王
朝
と
し
て
、
中

国
貨
幣
史
上
重
要
な
意

味
を
持

つ
。
確
か
に
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た

。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
も
大
筋

に
お

い
て
そ
う
し
た
考
え
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
銀
が
実
際
の
貨
幣
と
し
て
充
分
な
流
通
能
力
を
有
し
て
い
た
の
は
、
金

末
ー
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
ー
前
期
の

一
時
期
に
限
ら
れ
て
お
り
、
世
祖
に
よ
る
鈔
法

の
制
定
後
は
、
次
第
に
鈔
が
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
よ

う
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
元
代
社
会
に
お
い
て
銀
が
明
清
時
代
の
よ
う
に
流
通
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
降

の
中
後
期
に
は
、
銀

は
④
皇
族

・
王
侯
等

の
上
層
部
や
、
高
度
に
経
済
発
展
し
た
江
南
に
お
い
て
o
民
間
に
わ
ず
か
に
流
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
は
注

意
し

て
お
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
元
代
社
会
に
お
い
て
主
要
な
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
鈔

に
つ
い
て
は
、
貨
幣
単
位
の
分
析
か
ら
よ
り
詳
細
に
考
え
る
の
で

あ
れ
ば
、
中
央
政
府
が
行
政
処
理
上
に
お
い
て
使
用
を
意
図
し
て
い
た
銀
と
民
間
側
に
慣
習
的
に
用
い
ら
れ
続
け
て

い
た
銅
銭
を

つ
な
ぐ
役

割
を
有
し
て
い
た
た
め
、
元
代
で
は
鈔
に
二
種
の
単
位

(貫
文

・
錠
両
単
位
)
の
併
用
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



(
1
)

岩
村

忍

「
元
時

代
に
お
け

る
紙
幣

イ

ン
フ
レ
ー

シ

ョ
ン
ー
経
済

史
的
研
究
…
」

(『
東
方
学
報
』
京

都
三
四
冊
、

一
九
六
四
年
所
収
。

の
ち
に
同

『
モ

ン
ゴ

ル
社
会
経
済
史

の
研
究
』

同
朋
舎
、

一
九
六
八
年

に
再
録
)
、
前

田
直
典

『
元
朝
史

の
研
究
』

(東
京
大
学

出
版
会
、

一
九
七
三
年
)
、
愛

宕
松
男

「斡
脱

銭
と
そ

の
背
景
ー
十

三
世
紀

モ
ン
ゴ

ル
ー1
元
朝

に
お
け
る
銀

の
動

向
ー

」

(初

出
、
『
東
洋
史

研
究
』
第

三

二
巻
第

一
号

・第

二
号

、

一
九
七
三

年
所
収
。

の
ち

に
同

『
愛
宕
松

男
東
洋
史
学

論
集

第

五
巻

東
西
交
渉

史
』
三

一
書
房
、

一
九

八
九
年

に
再

録
)
、
高
橋

弘
臣

『
元
朝

貨
幣

政
策
成

立
過
程

の
研
究
』

(東
洋
書
院

、

二
〇
〇

〇
年
所
収
)
等

参
照
。
ま

た
、
国
外

の
元
代
貨
幣
史

の
研
究
に
は
、
全

漢
昇

「
元
代

的
紙
幣
」

(『
国
立
中
央

研
究
院

歴
史

語
言
研
究

所
集

刊
』

一
五
、

一
九
四
八
年
所
収
)
、
彰
信
威

「金

元
的
貨
幣

」

(同

『
中
国
貨
幣
史
』

第
三
版
、
上
海

人
民
出
版
社
、

一
九

八

八
年
所
収

)
、
陳

得
芝

「
元
代
的
鈔

法
」

(『
南
京
大
学
学
報
』
第

四
期
、

一
九
九

二
年
所
収
)
等

が
あ
る
。

(
2
)

近
年
、
黒

田
明
伸

氏
に
よ

っ
て
銀

・
鈔

・
銅
銭

の
関
係
を
中

国
貨
幣
史
全
体

か
ら
包
括
的

に
捉

え
る
視
点
が
提

示
さ
れ
て

い
る
。
筆
者

は
氏

の
説

に

賛

同
す

る
も

の
で
あ

る
が
、
本
稿

の
目
的

で
あ
る
元
代

の
三
種

の
貨
幣

の
相
関
関
係

に

つ
い
て
は
、
未
だ
考
察

の
余
地
が
あ

る
と
考

え
て

い
る
。
黒

田

さ
ら
に
、
銅
銭
に
つ
い
て
は
、
北
宋
代
か
ら
の
残
存
量
等
多
く
の
不
明
確
な
点
は
残
る
が

、
従
来

の
研
究
で
江
南

に
お
け
る
銅
銭
使
用

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と

と
同
様
に
、
華
北
に
お
い
て
も
元

一
代
を
通
じ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
北
宋
以
来

の
銅
銭
使
用
の
慣
行
が
残
り
、
特
に
、
「銭
」
と
い
う
記
載
の
使
用
、
鈔

に
お
け
る
貫
文
単
位
の
優
位
と
い
う
現
象
に
反
映
し
て
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
前
代
か
ら
の
慣
行
や
元
朝
政
府

の
政
策

・
政
治
状
況
が
相
互
に
影
響
し
合

っ
て
、
元
代
の
三
種

の
貨
幣

は
元
代
社
会
に
重
層
的

に
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
元
代
前
期
の
銀
使
用
や
中
後
期
の
錠
両
単
位
の
浸
透
、
元
末
の
江
南
で
の
銀
使
用
の
復
活
は
、
金
-

元
-
明
に
お
け
る
銀
使
用
の
連
続
性
を
示
し
、
鈔

の
貫
文
単
位
の
優
位
性
、
「銭
」
と
い
う
記
載

の
使
用

(
ひ
い
て
は
銅
銭
の
存
在
)、
元
末

の
銅
銭
使
用
の
増
加
は
、
宋
1
元
-
明
の
銅
銭
使
用
の
連
続
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註



明
伸

「中
国
貨
幣

の
世
界

」

(『
貨
幣

シ
ス
テ

ム
の
世
界
史

〈
非
対
称
性

〉
を
よ
む
』
岩
波
書
店

、
二
〇
〇
三
年
所
収
)
参
照
。

(3
)

愛
宕

松
男

「斡
脱
銭
と

そ
の
背
景
-

十
三
世
紀

モ
ン
ゴ

ル
巨
元
朝
に
お
け
る
銀

の
動
向
ー
」

(初

出
、
『
東
洋
史
研
究
』
第
三

二
巻
第

一
号

・第
二
号
、

一
九
七
三
年
所
収
。

の
ち
に
同

『
愛
宕

松
男
東
洋
史
学
論

集

第
五
巻

東

西
交

渉
史
』
三

一
書
房
、

一
九
八
九
年
に
再
録
)
宮

澤
知
之

「貨
幣
経
済

の
時
代
区
分

」

(同

『
宋
代

中
国

の
国
家

と
経
済
』
創

文
社
、

一
九

九
八
年
所
収
)

五
〇
八
頁
、

高
橋
弘
臣

「
金
末

の
モ
ン
ゴ

ル
軍
侵
攻

と
貨
幣

の
混

乱
」

=
二
一二
頁

・
「中
統
鈔

の
発
行
と

元
朝
貨
幣
政
策

の
基
本
方
針

の
成
立
」

一
七
三
…

一
七

四
頁

(同

『
元
朝
貨
幣
政
策
成

立
過
程

の
研
究
』
東
洋

書

院
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
)
等
参

照
。

(4
)

前

田
直
典

「
元
代

の
貨
幣
単

位
」

(『
社
会

経
済
史
学
』

一
四
t

四
、

一
九

四
四
年
所
収
。

の
ち

に
同

『
元
朝
史

の
研
究
』
東
京
大
学

出
版
会
、

一
九

七
三
年
に
再
録
)
、
宮

澤
知
之

「貨
幣

経
済

の
時
代

区
分

」

(同

『
宋
代
中
国

の
国
家

と
経
済
』
創
文
社
、

↓
九
九
八
年
所
収
)

五
〇
九
ー

五

一
二
頁
等

参

照
。

(5
)

拙
稿

「
元
代

貨
幣

の
貫

文

・
錠
両
単
位

の
別
に

つ
い
て
1

黒
城
出
土
及
び
徽
州

契
約
文
書
を
中
心

と
し

て
ー

」

(『
社
会

経
済
史
学
』

六
八
-

三
、

二

〇
〇
二
年
所
収
)
参
照
。

(6
)

新
文
豊
出
版

公
司
編
集

部
編

『
石
刻
史
料
新
編
』

(新

文
豊

出
版
公
司
、
第

一
輯

地
方
類

=
二
i
二
三
巻
、

一
九
七
七
年

・
第

二
輯

地
方
類
九
1

↓
五

巻

、

一
九
七
九
年

・
第

三
輯
地
方
類

五
-
三

二
巻
、

一
九

八
六
年
所
収
)

二
〇

〇
六
年
に
第
四
輯
が
刊
行
さ

れ
た
が
、
地
方
類
が
な

い
た
め

こ
こ
で
は

参

照
し
て
い
な

い
。

(7
)

こ
れ
ら

の
件
に
関

し
て
は
、
森

田
憲

司
氏

の
指
摘
に
よ

る
と

こ
ろ
が
多

い
。

こ
こ
に
特
筆

し
、
陳
謝

し
た

い
。

(
8
)

↓
例
を
挙
げ

よ
う
。

「
鈔
二
貫
」

で
あ
れ
ば
、
①

「
鈔
」
が
使
用
貨
幣
、
②

「
二
」
が

具
体
的
数

値
、
③

「貫
」
が
単
位
表

示
と
な
る
。

本
稿
で
は
、

例

え
ば

「
鈔
二
貫
」
を
基
本
と
し

て
、

「
鈔
二
」
・
「二
貫
」
と

い

っ
た
よ
う
に
①
～
③

の
う
ち
、

二
種
類

以
上

の
記
載
が
あ
れ
ば
、
史
料
と
し

て
検
出
す

る
こ
と

と
し
た
。

(
9
)

後
述

す
る
が
、
基
本
的

に
華

北
は
旧
金
領
、
江
南

は
旧
南
宋

領
を
示
す
も

の
と
す

る
が
、
華
北
は
中
書
省
、
江
南

は
江
南
三
省
を
考
察

対
象

と
す

る
。

(
10
)

期
間
は
、
前
期

(
モ
ン
ゴ

ル
帝
国
期

～
成

宗
)
・
中
期

(武
宗
～
寧
宗
、

二
十
四
年
間
)
・
後
期

(順
帝

、
三
十
五
年
間
)
に
分
類

し
た
。

た
だ
し
、
前



モ
ン
ケ

期
は
史
料
的
制

約
に
よ
り
、
実
質
的

に
は
憲
宗
期

か
ら

と
な
る
。
ま
た
前
期

は
、
華
北
と
江
南
と

で
征

服
時
期
が
異
な

る
た

め
、

以
下

の
よ
う

に
異
な

る
分
類
を
用

い
た
。
華
北

は
、
前

期
は
、
前
期
①

(憲
宗
～

世
祖
、

四
十
三
年
間
)
、
前
期
②

(世
祖
～
成
宗
、
十

二
年
間
)

の
二
期
、
計

五
十
五
年
間

と

す
る

(表

1
で
は
、
太
破

線

で
区
分
す

る
)。

こ
の
二
期

に
分
け
た
理
由
は
、

世
祖

期
と
成
宗
期

で
明
確

な
変

化
を
見

い
だ
す

こ
と
が
で
き
る

か
ら

で

あ

る
。

ま
た
江
南
は
、
事

例
数
が
少
な

い
た
め
二
期

に
分
け

る
こ
と
が

で
き
ず
、

ま
と
め
て
江
南
攻
略
後

の
至
元
十
三

(
一
二
七
六
)
年
～
成
宗
期

の
三

十

一
年
間
と

し
た
。

(
11
)

各
事
例

の
使
用
状
況

・
使

用
主
体
両
者

の
傾
向

を
検

討
し
、
@

皇
族

・
王
侯
、

⑤
行
政
、
o

民
間
、
⑥

軍
事

の
四
項
目

に
分
類

し
た
。
な
お
、
使
用

主
体

で
あ
る
人
物
が
、

何
ら
か

の
公
的

な
役
職

(ダ

ル
ガ
チ
等
)

を
有
す
る
場
合

は
⑤

行
政
に
区
分

し
た
。
@

軍
事

の
事
例

は
、
本
来
な
ら
ば
⑤

行
政

に
区
分
す

べ
き
事

例
で
あ
る
が
、
明
か
な
特
徴

が
あ

る
た
め
別
に
項
目
を
立

て
た
。
ま

た
、
⑤

行
政

・
O

民
間

の
事

例
は
、
事
例

に
よ

っ
て
は

一
項

目

の
み
に
分
類

し
に
く

い
も

の
も
あ
り
、

そ
の
場
合
は

二
項

目
両
者

に
当
て
は
め
た

(官
吏

・
民
間
が
各
自

で
寄
進

を
行

っ
た
事
例

で
あ

る
表

1
1

00
・表

3
1

3
・
27
・
96

の
四
件
)
。

ゆ
え

に
、
事

例
数
を
計
算
す
る
際

に
重
複

が
生
じ
て

い
る

こ
と
を

註
記
し
て
お
き
た

い
。

(
12
)

『
新
編
』

に
は
、

ほ
か
に
も
遼
陽
行
省

一
〇
件

・
陳
西
行
省

一
〇
件

・
甘
粛

行
省

一
件

・
河
南
江
北
行
省

一
五
件

・
四
川
行
省

二
件

の
事

例
が
存
在
す

る
。

し
か
し
こ
れ
ら

の
事

例
は
、
華
北

・
江
南

の
両
者

に
明
確

に
分
類
し
が
た

い
面
が
あ
る
。
ま
た
、
中
書
省

一
二
五
件

の
事
例
と

比
較

す
る
と
史
料

数
的

に
も
各
行
省

ご
と
に
は
分
析

し
が

た

い
た
め
、
本
稿

で
は
考
察
対
象

か
ら
外
し
た
。

(
13
)

「貨
幣
な

し
」

と
は
具
体
的
数
値
と
単

位
表

示
は
明
記
し

て
い
る
が
、
使

用
貨
幣
が
明
示
さ
れ

て
い
な

い
も

の
を
示
す
。

つ
ま
り
、

註

(8
)
で
示
し
た

事
例

で
い
え
ば
、

「
二
貫
」
と
な

り
、
①

～
③

の
う
ち
②
具
体
的
数
値

・
③
単
位
表
示
を
有
す

る
も

の
の
こ
と

で
あ

る
。

(
14
)

『
新
編
』
は
、
編
者

に
よ

っ
て
本
来

の
地
方
志
名

と
異
な
る
書
籍
名

で
記
さ
れ

て
い
る
。
作
成

し
た
表

1
・
3
で
は
、
『
新
編
』
で
の
検

索

の
便
を
考
え
、

『
新

編
』

の
表

記
に
従

っ
た
が
、
本

文
中

で
は
本

来

の
書
名

を
用

い
た

(
以
下
同

じ
)
。
例
と

し
て
あ
げ

れ
ば

、
本
史
料

は
、
『
新

編
』

で
は

『
益
都
金

石
志
』

で
あ
る
が
、
本
文
中

に
は
本
来

の
地
方

志
名

で
あ

る

『
益
都

県
図
志
』
を
用

い
て

い
る
。
引
用

に
は
、

録
文
が
最
も
詳
細

で
か

つ
録
文
年
代

の

古

い
地
方
志

を
採
用

し
た
上

で
、
ほ
か

の
地
方

志
に

て
対
校
を

お

こ
な

っ
た

(以
下

同
じ
)
。

本
史
料
は
、
表

1
に
も
示
し

て
い
る
が

同
碑

の
録
文
が

ほ

か

の
地
方
志

(『
益
都
金
石
記
』
・
『
山
左
金

石
志
』
)
に
も
見
ら
れ

る
。



(15
)

(

)
内

の
数

値
は
、
史

料
上
に
は

「銭
」

と
記
載
さ

れ
て

い
る
が
、

お
そ
ら
く

「
鈔
」
を

示
す
と
思
わ
れ

る
数
値

を
除

い
た
事
例
数

を
示
し
た
も

の

で
あ
る
。
表

2
・
4
に
お
い
て
も

同
じ
。

(16
)

北
京
図
書
館
金

石
組
編

『
北
京

図
書

館
蔵
中
国
歴
代

石
刻
拓
本
匪

編
』

第
四
十
九
冊

(中
州
古
蹟

出
版

社
、

↓
九
九
〇
年
、

二
十
七
頁
)
に
、

「楊
現

神
道

碑
」
と
し
て
拓
本
が
あ
る
が
、
「
官
銭
五
十

万
繕
」
の
部
分
は
、
残
念
な
が
ら
欠
け
て
い
る
。

(17
)

建
前

上
銅
銭
を
発
行

し
て
い
な

い
元
朝
政
府
が

「官
銭
」
と

い
う
財
政
上

の
金
銭
を
銅
銭

で
支

出
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、

「俸
銭

」
で
あ
る
官
吏

の

俸

給
は

「
鈔
」

に

て
支
払

わ
れ
て

い
る
た
め
銅
銭
と

は
言

い
難

い
。

ま
た

「銭
三
定

」
は
、
銅
銭
に
錠
両
単
位
を
用
い
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
銅
銭
と

は
思
わ
れ
な
い
。
な
お
、
表
中
で
は
、
数
値
を
太
字
ゴ

シ

ッ
ク
に
て
示

し
た

(表

1
・
3
共
通
)
。

(18
)

碑
文
上

の
記
載
が
、
立

石

の
目
的
上
高
額

な
事
例
が
多

く
な
る

の
は
そ

の
性
格
上
仕
方
な

い
こ
と
で

で
あ
り
、

も

っ
と
身
近
な
事
例

を
収
集
す

る
必

要
が
あ
る
。

こ
の
点

は
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。

(19
)

杉
山
正

明
氏
は
、
様

々
な
著

作
に
お

い
て
、
元
朝
政
府

は
銅

銭
を
国
家

公
認

の
正
式
貨
幣
と

し
て
扱
わ
な

い
も
の
の
、
江
南

社
会

に
流

通
す
る
銅
銭

は
禁
止
し
な

い
方
針
を
と

っ
た
と
述

べ
て

い
る
。

(例

え
ば
、
杉

山
正
明

『
遊
牧

民
か
ら
見
た

世
界
史
』

日
本

経
済
新
聞
社
、

一
九
九
七

年
、
三
四

一

-

三
四
二
頁
等
参
照
。
)

た
だ
し
、

こ
の
論
拠
に

つ
い
て
は
残
念
な

が
ら
明
示
さ
れ

て
い
な

い
。

(20
)

現
段
階

で
筆

者
が

『
文

物
』
・
『
考
古
』
等

の
雑
誌

よ
り
抽

出
し
た

元
代

の
遺
跡

等

の
報
告
事
例

は
一
二

一
件

で
あ

り
、
そ

の
中

で
出
土

銭

の
事
例
が

報
告
さ
れ

て
い
る
の
は
八
五
件

で
あ

る
。

た
だ
し
、

こ
の
事

例
数
は
今
後
増
え

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
近

年
、
三
宅
俊
彦
氏
が
論
著

『
中
国

の
埋
め
ら

れ
た
銭
貨
』

(同
成
社
、

二
〇
〇
五
年
)

に

て
唐

か
ら

明

・
清
代

に
か
け

て
出
土
銭

貨

の
分
析

か
ら
中
国

の
貨
幣

流
通
を
と

ら
え
る
試

み
を
行

っ
て
お

り
、
そ

の
な

か
で
元
代

の
状
況

に

つ
い
て
も
触
れ
ら
れ

て
い
る
。
た
だ

し
元
代

に
関
し
て
は
、
記
述
量
が

少
な
く
、
元
代

で
は
銅
銭

が
使

わ
れ
な
く
な

つ
た
た
め

日
本

へ
と
輸
出
さ

れ
た
と
し
て

い
る
部
分

に
は
、
考
察

の
余

地
が
残
さ
れ

て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

(21
)

二
例
と

は
、

表

1
1

22
「韓

氏
新
埜
世
徳

之
碑
」
・
同
1

31

「趙
敦
武
先
埜

記
」

の
こ
と

で
あ

る
が
、

い
ず
れ
も
俸

給
に

つ
い
て
述

べ
ら
れ
て

い
る

の

で
、
鈔
に

て
支
給
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。

一
例
を
挙
げ

よ
う
。
「韓
氏
新
埜
世
徳

之
碑
」
(『
(嘉
慶
)安
陽
県
志
』
巻
九

祐
、
『
新
編
』
で
は
『
安

陽
県
金

石
録
』
)

至
元
十

一
年
九
月
、
枢
府
割

口
。
管
鎮
嚢

焚
帰
附
新
軍
。
是
月
拝
命

同
右

丞
洪
公
取
日
本
、
奪
敵
旗
馬

・
鉦
鼓
。
以
功

、
北

京
行
省
盗
保
於
枢
府
、



枢
府

授
以
北
京
等
路
新
簸
洪
軍

二
百

一
十
名
、

千
口
告
身

　
通
、
丹
俸
瀞
ゼ
貫
史
。

こ
れ

は
、

至
元
十

一

(
「
二
七

四
)

年
に
お
け

る
北
京
等

路
新
籏
洪
軍

二
百
十
名

の
月
給
を
示
す
。

ゆ
え
に
、
軍
功
的
な
賞
与

に
限
定
す
る
と
、
事
例

が
前
期
①

に
限
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
基
本
的

に
銀
が

賜
与
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

(22
)

表

1
で
は
、
表
作
成

の
都
合

上
、
地
方
志

の
標
題

で
あ

る

「鄭
温
神
道
碑

」
を
採
用

し
た

が
、
本
文
中

で
は
原
碑

の
碑
名
を
用

い
た
。

以
下
同

じ
。

(23
)

本
史

料
は
、
『新

編
』
で
は

『
釦

野
金
石
志
』
と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
本
稿

で
は
、
『
新
編
』

の
記
載

に
依

り
、
本
来
な
ら
ば

「弘
吉
烈

氏
」

と
書
く
べ
き
と

こ
ろ

で
あ

る
が
、
「
宏
吉
烈
氏
」
と

し
た
。

(24
)

こ
の
史

料

で
は
、

「俸
銭

二
千
五
百

貫
」

と
あ

る
が
、
官
吏

の
給

与
は
鈔

に
て
支
払
わ

れ
て

い
た

の
で
、

こ
こ
で
は
鈔

二
千

五
百
貫
と
解
釈

し
た
。

(25
)

行
政
上
銀

が
使
用
さ
れ

た
事

例
は
、
表

1
-

6

「
元
至
元
三
年
総
管
張

公
先
徳

碑
」

一
件

に
限
ら
れ
る
。

こ
れ

は
中
統

元

(
一
二
六
〇
)
年

の
事
例

で

あ

り
、
鈔

法
そ

の
も

の
が
確
立

し
て

い
な

い
時
期

に
あ
た

る
た

め
、
行

政
上
に
銀
を
使
用

し
て
い
た

も

の
と
思
わ
れ
る
。

(
26
)

本
史

料
は
、
『
新
編
』

で
は

『
安

陽
県
金
石
録
』
と

し
て
記
載
さ

れ
て
い
る
。

(
27
)

た
だ

し
伝

記
で
は
、
墓
誌
銘
等

が
そ

の
ま
ま
引
用
さ
れ

て
い
る
た

め
貫
文
単

位
を
用

い
て
い
る
事
例
も
多

い
。

ま
た
江
南

の
地
方
志

に
限
ら
れ

て
い
る
が
、
以
下

の
事

例
も
参
考

に
な

る
。
中
国

地
志
研
究
会
編

『
宋

元
地
方

志
叢
書
』

(大

化
書
局

一
九
人
○

年
)
・
同

『
宋

元
地
方
志
叢
書

続
編
』

(大

化
書
局

一
九
九
〇
年
)
所
収

の
元
代

の
地
方

志

(
一
四
件

)
を
見

て
み
よ
う
。

こ
の
内

八
件
に
税
収

に
関
す

る
具
体
的
な

数
値
が
記
載
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
内

五
件
が
錠
両
単
位
を
用

い
、
二
件

(愈

希
魯

『
至
順
鎮

江
志
』
と
漏
福

京
等

『
大
徳

昌
国
州
図
志
』
)

が
錠

両

.
貫
文

両
単

位
を
混
在

し

て
使
用

し
、

一
件

の
み

(
盧
鎮

『
重
修

琴
川
志
』
)

が
貫
文
単
位

を
用

い
て
い
る
。

し
か
も
、

こ

の
貫
文
単
位

を
用

い
て
い
る

↓
件
に
し

て
も
、
実
際

に
は
宋
代

の
税
収
を
示

し
た

も

の
で
あ
る

の
で
、
行
政

上
は
圧
倒
的
に
錠
両
単
位

が
優

位
で
あ
る

こ
と
が
わ

か
る
。

(
28
)

本
来
な
ら
ば

同

一
人
物

の
事
例

が
最
適

で
あ

る
が
、
華
北

で
は
、

地
域

・
年
代

が
特

定
で
き

る
事
例

が
少
な
か

っ
た
た

め
、

こ

こ
で
は
変
則
的

に
胡

祇
遙
と
魏
初

の
事

例
を
用

い
た
。

一
方

、
江
南

の
事

例
と

し
て
は
、
程
釦
夫

の
も

の
が
典
型
的

で
あ
ろ
う
。
『
程
雪
楼
文

集
』
巻
十

三
、
記

「永
新
州

医
学
祭

田
記
」
に
以
下

の
よ
う

に
見
え

る
。



至
大
四
年
、
赴
調
京

師
改
臨
江
未
行
、
徽
政
院
使

羅
司
徒
薦
其
名
、
興
聖
宮
命
為

太
医
。
歳
年
之
間

三
錫
櫓
幣

凡
廿
千
丑
面
繕
。

・

こ
れ
は
、
大
徳

の
は
じ
め

に
吉
安

路
永
新
州

の
官

医
提
領

に
任

じ
ら

れ
た
王
東
野
が
、

至
大

四

(
=
二
一
一
)
年

に
太
医
に
任
じ
ら

れ
、
賞

与
と
し

て

鈔
を
約
七
千

五
百
繕
も
ら

っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
繕
単

位

(
11
貫
文
単

位
)
を
用

い
る

一
方

で
、

程
釦
夫
は
次

の
事
例

で
は
鈔

に
錠

両
単
位
を
用

い
て
い
る
。

同
巻
十
、
奏
議
存
藁

民
間
利
病

「江
南
諸
色

課
程
多
虚

額
妄
増
宜
与
錫
減
」

江
南
茶
塩

酒
酷
等
税
、

近
来
節
次
増
添
。

比
附
初
帰

附
時
、
十
倍

以
上

。
今

又
逐
季
増

添
正
縁

一
等
。
管

課
程
官
虚
添
課
額
、

以
諸
上
司
。
・.・酒
課

毎
米

一
石
収
息
鈔

十
両
。
而
江
南
儒

米
及
所
用
麹
藁
等
、
工
本
通
僅
廿
両
。
以
ゼ
両
工
本
、
而
官
先

収
十
両
。
和
息
寧
有
此

理
。

こ
れ

は
、

至
元

二
十

四

(
一
二
八
七
)
年

に
程

釦
夫
が
民
間
利
病

五
事

の

一
つ
と

し
て
陳

情
し
た
も

の
で
あ

る
。

こ
の
中

で
程
鉦
夫

は
、

江
南

で

の
米

一
石
ご

と

の
酒
生
産
費

が
七
両

で
あ

る
の
に
対
し

て
、
酒

課
と

し
て
鈔

十
両
を
徴
収

し
て

い
る
問
題

に

つ
い
て
述
べ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
人
達

が
上
奏
文

の
よ
う
な
公
的
な
文
書
と

そ
の
ほ
か

の
文
書

の
内
容
を
書
き

分
け
て

い
た

こ
と
が
指
摘

し
う
る
。

(
29
)

註

(
5
)
前
掲
拙

稿

一
七
頁
参

照
。

た
だ

し
、

同
稿
に

て
筆
者

は
、
大
都

・
西
北
方
面
に

て
錠

両
単

位

の

一
本
化
が

行
わ
れ

て
い
た

で
あ
ろ
う

こ
と
も

指
摘

し
て

い
た
。
こ
の
こ
と
が
当
該
地
域

の
特
別
な
事

例
で
あ
る

の
か
ど
う

か
は
、
本
稿

の
史
料

で
は
比
較
し
が
た

い
た

め
、
今
後

の
課
題

と
し
た

い
。

(
30
)

特
に

こ
の
事

例
は
、
後
文

に
以
下

の
よ
う
な

「
鈔
」
を
用

い
た
文
章
が
続

く
た
め
、
文
章
全
体

の
統

一
性

か
ら
考

え
る
と

「銭
」

と

い
う
表
現
な
が

ら
銅
銭

の

こ
と
を
示

し
て
い
る
可
能
性
が
窺
わ
れ

る
。

(至
元
)
十
六

(
一
二
七

九
)
年
、
侃
金
符
、

凡
四
為

提
挙
、
由
奉
訓
大
夫
改

奉
直
大
夫

・
泰
安
州
莱
蕪

等
庭
鉄
冶
提
挙
、

尋
知
嵐

州

・
平
定
州
。
皇
太

后
幸

五
台
、
知
宣
徳
府
、
傍

領
採

木
之
役
、
特
賜
鋏

一、
一千

丑
百
貫

・
　
裏

一
。

(
31
)

断
定

は
で
き
な

い
も

の
の
、

軍
事
関
連

の
費
用

に
は
、
銅

銭
は
そ

の
利
便

性
か
ら
用

い
ら
れ
る

こ
と
は
あ
ま

り
な
か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ

れ

る
。

(32
)

宋
代

の
銀
使

用
に
関

し
て
は
、
加
藤
繁

氏
に
よ

っ
て
唐

代
と
比
較

し
て
宋

代

の
方
が

公
私
上
下
に
わ
た

っ
て
そ

の
使
用
が
増
加

し
た
と
評
価
さ

れ
て

い
る
。

(加
藤
繁

「第
三
節

宋
代

に
於
け

る
金
銀
使

用

の
発
達
」
『
唐
宋
時

代
に
於
け

る
金
銀

の
研
究

』
分
冊
第

一
、

一
九

二
五
年
、

二
七

三
-

二
七

五
頁
参
照
。
)
筆
者
は
基
本
的

に
は
こ

の
説
に
賛
同
す
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
南

宋
末

の
状

況
に
は
あ
て
は
ま
ら
な

い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て

い
る
。



(
33
)

南
宋
末

の
銅
銭
使
用

の
減

少
に

つ
い
て
は
、
高
橋
弘

臣

「
旧
南
宋

領
に
お
け
る

元
朝

の
貨
幣
政
策

」

(同

『
元
朝
貨
幣
政
策
成
立

過
程

の
研
究
』
東
洋

書
院
、

二
〇
〇
〇
年
所
収
)

三
二
九
頁
に
て
論
証
さ
れ

て
い
る
。

(34
)

こ

の
判
断
基
準

は
、
註

(
17
)
参
照
。

(
35
)

宮

澤
知
之

「元
代
後
半
期

の
幣
制

と
そ

の
崩
壊
」

(『
鷹
陵
史
学
』

二
七
、

二
〇
〇

一
年
所
収

)
七
二
ー

七
四
頁
参
照
。

(
36
)

表

2
-

93

「元
故
儒
士
朱

公
仲

明
墓
誌

銘
」
参
照
。

(
37
)

註

(5
)
前

掲
拙
稿

一
七
頁
参
照
。

(
38
)

文
字
が
欠
け
て
い
る
た
め
訳
し
が
た
く

「…
」
を
用
い
た
。
原
文
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

マ

マ

元
統

元
年
以
前
、
係
育

正
[
王
]
寺
雲

厳
庵
、
令

荘
佃
陳
栄

・
屠
成

・周

明
・李
徳

出
名
口
佃
軽

口
口
口
本
学
循
習

旧
弊
失
於
検
挙
、
毎
年
上
納

租
銭
中
続

鋏
漿
拾
前

両
。

(
39
)

一
般
信
者

と
僧
侶
と

で
鈔

の
使

用
単

位
が
異
な
る
理
由

は
、
現
段
階

で
は
不
明

で
あ

る
。

(
40
)

愈
希
魯

『
至
順
鎮
江
志
』
巻

六

賦
税

秋
租
に
以
下

の
よ
う

に
あ
る
。

鈔
中
統

一
万
六
千
六
百

一
貫

四
銭

一
分

こ
の
よ
う
に
貫
文
単
位
と
錠
両
単
位
を
混
在

し
て
使
用
す

る
こ
と

か
ら
も
、
二
種
類

の
単
位
が
同
程
度

浸
透

し
て

い
た

こ
と
を
傍
証

し
う

る
。

(
41
)

愛
宕
松
男

「
元

の
中
国
支
配

と
漢

民
族
社
会

」

(初
出
、
『
岩
波

講
座

世
界
歴

史
九

中
世

三
』

岩
波
書
店
、

一
九

七
〇
年
所
収
。

の
ち

に
同

『
愛

宕
松
男
東
洋
史
学

論
集

第

四
巻

元
朝
史

』
三

一
書
房
、

一
九

八
八
年

に
再
録
)

一
六
四

・
五
頁
参
照
。

(
42
)

前

田
直
典

『
元
代
に
於
け

る
鈔

の
発
行
制
度

と
そ

の
流
通
状
態

」

(初
出
、
『
北

亜
細
亜
学
報
』
第

三
輯
、

一
九

四
四
年

所
収
。

の
ち

に
同

『
元
朝
史

の
研
究
』
東

京
大
学
出
版
会
、

一
九
七

三
年

に
再
録
)
八
五
頁
参
照
。

(
43
)

本
史
料

は
、
『新

編
』

で
は

『
安
徽

通
志
金

石
古
物
考
稿
』
と

し
て
記
載
さ

れ
て

い
る
。

(
44
)

近
年
、
杉
山

正
明
氏

・
黒

田
明
伸

氏

・
森
安
孝

夫
氏
等
に

よ

っ
て
、
元
代

の
銀
流

通

の
重
要
性
が
指

摘
さ
れ

て
い
る
。

杉
山
正
明

「
モ
ン
ゴ

ル
の
戦

争
と
平

和
」

(『
遊
牧

民
か
ら
見
た
世
界
史

民
族
も
国
境
も

こ
え

て
』
日
本
経
済
新
聞
社

、

一
九
九
七
年
所
収
)

三
三
二
ー

三
三
八

頁
参

照
。

黒

田
明



伸

「貨

幣

シ
ス
テ
ム
の
世
界
史
」

(『
貨
幣

シ

ス
テ

ム
の
世
界
史

〈
非
対
称
性

〉
を

よ
む
』

岩
波
書
店
、

二
〇

〇
三
年
所
収
)
六

ニ
ー

六
五
頁
参
照
。

森
安
孝

夫

「
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
東

部
に
お
け

る
通
貨
ー

絹

・
西
方
銀
銭

・
官

布
か
ら
銀
錠

へ
ー

」

(
『
中
央

ア
ジ

ア
出
土
文
物
論
叢

』
朋
友
書
店

、
二
〇

〇

四
年

所
収
)
二
四
-

三

二
頁
参
照
。

(
45
)

宮
澤
知
之
氏

に
よ

っ
て
、
北
宋

・
南
宋
代

の
銅

銭
鋳
造
額
等

は
概
観
さ
れ

て
明
確
に
な

っ
て
い
る
が

(宮
澤
知
之

『
中

国
銅
銭

の
世
界
-
銭

貨
か
ら

経

済
史

へ
ー
』

思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
七
年

所
収
。

二
〇
六
…

二
〇

七
頁
参
照
)
、

元
代
に
海
外

に
流
出
し
た
銅

銭
量
等

に

つ
い
て
は
未
だ

不
明
な
点

も
多

い
。
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右
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縞
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台
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叢
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緬
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叢
編
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志
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144-58a

賞
山
貞
石
志

常
山
貞
石
志

常
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嚢

傘
石

考
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滑
県
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石

録
7-22a
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右

石
刻

叢
編
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32-3b

定

県
金
石

齢
20-20・

深
州
金
石
記
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駒
芸
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志
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刻
叢
編

順
天
金
石
志
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a
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一
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金

石
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滑
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録
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重
峰
無
山
鰯
紀

傅
櫟
碑

彰
徳
路
儒
学
拐
置
雅
楽
重
修
錆
鴬

法
輪
院
善
法
堂
記

梁
六
有
孝
嚢
碑

寓
其
資
化
順
道
其
人
東
四
仙
姑
祠

堂
碑

胡
参
政
墓
碑

部
鄭
郡
公
王
氏
先
徳
碑

大
都
城
鴎
廟
碑

安
貸
神
道
碑

安
賛
神
導
碑

真
定
路
加
茸
宣
盟
廟
碑

張
山

亘

増
修
鰯
学
記
略

繕
厳
院
法
藏
記

館
陶
サ
李
藻
去
思
碑

彰
徳
路
廃
壁
紀

祀
嶽
碑
陰

代
祀
北
嶽
紀
名
碑

大
元
加
封
宏
吉
烈
氏
相
話
八
剰
魯

王
元
勲
世
徳
碑

大
元
加
封
宏
吉
烈
氏
稻
薪
八
剰
魯

王
元
勲
世
徳
碑

重
修
孚
恵
宮
記

彰
徳
路
重
修
孔
子
廟
記

元
至
正
十
三
年
便
移
姑
赤
表
思
記

碑済
南
郡
公
張
虜
神
遭
碑

元
至
正
4年

重
紬
賢
像
記
碑

乾
明
寺
記

元
明
月
化
施
長
生
碑

巽
国
患
粛
公
重
守
簡
神
道
碑
銘

元
重
修
済
酒
神
廟
」碑
,

慶
籍
寺
佛
像
碑

洪
福
禅
院
碑

代
祀
北
嶽
碑

勝
公
和
尚
道
行
碑
銘

建
傭
掌
記
碑

秦
王
夫
人
施
長
生
銭
記
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修
木
平
院
記
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北
曲
溝
杜
下
捨
財
施
主
孝
子

李
瑳
等
長
供
記

河
清
記

至
正

民
碑

至
治
3年

1323
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定

中
1324-→1324一

泰
定

中
132ア
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泰
定
2年

1325

泰
定
4年

1327

泰
定
4年

1327

致
紫口

元
年
一→

1328-→

天
眉
2年

→
1329嚇

天
眉
2年

1329
至
順

元
年
1330

至
順

元
年
1330

至
順
2年

1331
至
順
2年

1331

1至
治
3年
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正
2年

.天
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2年

↓'到
隈
3年

`泰
定
4年

泰
定

5年

(致
和
元

年
)

致
和

元
年

元
統
2年

1至
川巽

2年

.後
至

元
3年

後
至

元
3年

ウ
至

順

3年
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至
一

一

元
統
2年

1334元
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2年

後
至

元
2年

1336後
至

元
2年

後
至

元
2年

1336→
至
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元
年

→後
至

元
5年

1339後
至

元
5年

後
至

元
5年

後
至

元
6年

至
正

元
年

至
正

元
年

至
正
2年

至
正
2年

至
正
3年

至
正
3年

至
正
4年

至
正
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至
正
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至
正
ら
年

至
正
8年

至
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至
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正
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至
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正
12年

至
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至
正
17年
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正
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至
正
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至
正
年

卍
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至
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5年
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董

元
6年
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正
3年
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正
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1342至
正
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】
342至

正
4年
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正
13年
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正
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正
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正
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正
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正
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正
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正
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正
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正
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正
]三

18年
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正
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=
至
正
年
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翼
軍
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薫
州

晋
軍
路
潟
西
県

彰
徳
路

晋
軍
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普
城
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真
定
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鎮
陽
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益
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路
登
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徳
路
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定
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城
県

真
定
路
藁
城
県

真
定
路

順
徳

言
唐
山

真
定
路
中
山
府

晋
箪
路
普
城
県

濃
州
路
館
陶
県

彰
徳
路
安
陽
県

保
定
路
曲
陽
県

保
窯
路
曲
陽
県
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軍
路

済
寧
路

晋
寧
路
綬
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彰
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陽
県
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州
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懐
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潴
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塩
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叢
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相
寺
残
碑

湯
氏
義

田
碑

長
慶
寺
鐘
識

太
平
路
修
学
記

燥
県
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余
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碑
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儒
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緕
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碑
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経
現
学

田
租
記
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記
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年
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→
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年
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凡
例

1)表
1・

3の
番

号
は

、
筆

者
が

付
し
た
通

し
番

号
で

あ
る
。

2)表
1・

3の
標

題
は

、
地

方
志

の
標

題
を

採
用

し
た

。
た

だ
し
本

文
中
で

は
、

原
碑

の
碑

名
を

用
い

た
。

3)表
1・

3の
史

料
は

、
全

て
各

貨
幣

の
使

用
時

期
に

従
っ
て

整
理

し
、

立
石

年
を
附

し
た

も
の

で
あ

る
。

4)表
1・
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線
は

、
時

期
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期
・
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・
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分
か

っ
も
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た

だ
し
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①
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②
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破
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。
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』
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①
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値
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③
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位

表
示

の
う

ち
同

時
に
2項

目
以

上
の

記
載

を
有

す
る

史
料

を
検

出
し

た

も
の

で
あ

る
。

例
)「

蛋少
二
貫

」
の

場
合

、
①

は
「
StJ・

1、
②

は
「
2」、

③
は

「貫
」

を
示

し
、

「紗
2貫

」
・
「鋤

2」
・
「
2貫

」
を
史

料
と

し
て

検
出

す

る
。

・
表
1～

4の
「
貨
幣

な
し
」
は

、
②

・
③

は
有

す
る
が

、
①

使
用

貨
幣
(銀

強
少

・
銭
)の

明
示

の
な
い

事
例

を
示

す
。
(上

記
の

例
で

は
、

「ユ
貫

」
)

・
表
2・

4の
「単

位
な

し
」

は
、

①
・
②

は
有

す
る

が
、

③
単

位
表

示
の

明
示

の
な

い
事

例
数

を
示

す
。
(上

記
の

例
で

は
、

「鋤
2」

)

6)表
1・

3の
「銭

」
の

項
目
に

み
え

る
太

字
ゴ
シ

ッ
ク

の
数

値
は

、
「銭

」
と
表

記
さ

れ
て

い
る
が

、
お

そ
ち

く
「鋤

で
あ

る
と
判

断
し

う
る

事
例

で

あ
る

。

7)表
2・

4の
「銭

」
の

項
目
に

み
え

る
()内

の
数

値
は
、

凡
例
6)で

指
摘

し
た

「銭
」

と
表

記
さ
れ

て
い

る
が
、

お
そ

ら
く

「鋤
で

あ
る
と

判
断

し

う
る

事
例

を
除

い
た

数
値

を
示

す
。

8)表
1・

3の
「分

類
」

は
、

使
用

状
況

・
使

用
主

体
の

内
容

に
よ

っ
て

、
筆

者
が
o皇

族
・
王

侯
、
o:行

政
、

⑤
民

間
、

〔三
)軍

事
の

四
項

目
に

分
け

た
も

の
で

あ
る
。

触
1)・

⊂
):は

分
か

ち
が

た
い

事
例

も
多

い
が

、
使

用
主

体
で

あ
る
人

物
が

な
ん

ら
か

の
公

的
役

職
を

持
っ

て
い

る
場

合
(壁

ル
ガ

チ
・
知

州
等
)

は
、
:ご

に
分

類
し
た

。

・
表
1-100・

表
3-3・

27・
96は

、
官

吏
・
民

間
そ

れ
ぞ

れ
別

に
寄

進
を
行

っ
た
事

例
で

あ
る

た
め

、
遷
〉
o両

者
に

分
類

し
た

。

・
oは

oに
含

ま
れ

る
も

の
で
あ

る
が

、
o軍

事
に

関
す

る
事

例
に

は
明

確
な
特

徴
が

あ
る
た

酸
あ

え
て

別
項

目
と

し
た

。

9)表
1・

3の
出

典
で

あ
る
地

方
志

名
は

、
r新

編
』

で
の

検
索

の
便

を
考

え
、
r新

編
』

の
編

者
に

よ
る
書

名
に

従
っ

た
。

た
だ

し
、

本
文

中
の

引
用

に
は

本
来

の
地

方
志

名
を
用

い
、

注
に
r新

編
』

の
地

方
志

名
を

附
し
た

。
な

お
、

最
初

に
記

し
て

い
る

地
方

志
が

本
稿

で
の

底
本

で
あ

る
。


